
 

別紙 16  

 

造林事業請負契約に関する事項 

 

関東１茨城徳田樹木採取区の樹木の採取跡地において、樹木採取権者が運用協定及び実施

契約に基づき、茨城森林管理署長と締結する造林事業請負契約の条件等は、以下のとおりと

する。 

 

１．造林事業請負契約の案 

  造林事業請負契約書及び造林事業請負契約約款は、別添１のとおり。 

  造林事業請負標準仕様書は、別添２のとおり。 

  設計図書は、別添３のとおり。 

  備考１：造林事業請負契約書、造林事業請負契約約款及び造林事業請負標準仕様書につ

いては、現時点において有効なものを別添としており、実際には、当該契約の締

結時点において林野庁長官が定めるものとして有効なものを適用することとなり

ます。 

  備考２：造林事業請負局仕様書については、現時点において有効なものを別添３として

添付しており、実際には、当該契約の締結時点において関東森林管理局長が定め

るものとして有効なものを適用することとなります。 

  備考３：設計図書は、別添３の他に契約締結時点において茨城森林管理署長が定める図

面・現場説明書・特記仕様書等を適用します。 

 

２．標準的な作業条件 

予定価格積算の根拠となる作業条件は、別紙 15「樹木採取権運用協定書（案）」別紙 11の

別添のとおり。 

 

備考１：林野庁長官が定める造林事業請負予定価格積算要領は林野庁ホームページ

（https://www.rinya.maff.go.jp/j/gyoumu/zourin/attach/pdf/nyusatu-2.pdf）に

掲載しています。 

備考２：同種事業の入札実績についての資料の貸与を希望する場合は、Ⅴ－３の定める

ところにより貸与申請を行ってください。 

 



造林事業請負契約書

１ 事業名

２ 事業場所

３ 事業量

４ 事業期間 令和 年 月 日から

令和 年 月 日まで

ただし、作業種別又は箇所別の事業期間は、別紙事業内訳書のとおり

５ 請負金額 金 円也

（うち取引に係る消費税及び地方消費税（以下「消費税」という。）額

金 円也）

〔注〕（ ）の部分は、請負者が課税業者である場合に使用する。

６ 選択条項 別冊約款中選択される条項は次のとおりである。

（適用されるものは○印、削除されるもの×印。）

適用削除の区分 選択事項 選択条項

契約保証金の納付 第４条第１項第１号

契約保証金の納付に代わる担保となる有 第４条第１項第２号

価証券等の提供

銀行、甲が確実と認める金融機関等の保 第４条第１項第３号

証

公共工事履行保証証券による保証 第４条第１項第４号

履行保証保険契約の締結 第４条第１項第５号

支給材料及び貸与品 第15条

前金払 分の 以内 第35条第１項

中間前金払 第35条第３項

部分払 回以内 第38条

国庫債務負担行為に係る契約の特則 第40条

（注）国庫債務負担行為に係る契約にあっては、別紙を添付する。

７ 支給材料及び貸与物件

品 名 品 質 規 格 数 量 引 渡 予 定 場 所 引 渡 予 定 月 日

別添１



８ 特約事項

上記の事業について、発注者と請負者は、各々の対等な立場における合意に基づいて、本契約

書及び令和 年 月 日に交付した国有林野事業造林事業請負契約約款によって公正な請

負契約を締結し、信義に従って誠実にこれを履行するものとする。

また、請負者が共同事業体を結成している場合には、請負者は、別紙共同事業体協定書により

契約書記載の事業を共同連帯して請け負う。

本契約の証として本書２通を作成し、当事者記名押印の上、各自１通を保有する。

令和 年 月 日

発注者 住所

（分任）支出負担行為担当官

印

請負者 住所

氏名 印

［注］請負者が共同事業体を結成している場合においては、請負者の住所及び氏名の欄には、共同

事業体の名称並びに共同事業体の代表者及びその他の構成員の住所及び氏名を記入する。



別紙

国庫債務負担行為に係る契約の特則

適用削除 選 択 事 項 選 択 条 項

の 区 分

各会計年度における請負金の支 年度 円 第40条第１項

払限度額

年度 円

年度 円

支払限度額に対応する各会計年 年度 円 第40条第２項

度の出来高予定

年度 円

年度 円

前払金 第41条

翌会計年度の前払金相当額 円 第41条第３項

部分払 第42条

前払金の支払を受けている場合 (a) 第42条第２項

の部分払額の決定

(b)

各会計年度において部分払を請 年度 回 第42条第３項

求できる回数 年度 回

年度 回



国有林野事業造林事業請負契約約款

（総則）

第１条 発注者及び請負者は、この約款に基づき、設計図書（図面、仕様書、現場説明書及び現場

説明に対する質問回答書をいう。以下同じ。）に従い、日本国の法令を遵守し、この契約（契約書

並びにこの約款及び設計図書を内容とする造林事業の請負契約をいう。以下同じ。）を履行しなけ

ればならない。

２ 請負者は、契約書記載の事業を契約書記載の事業期間内に完了し、事業の目的物を発注者に引

き渡すものとし、発注者は、その請負金を支払うものとする。

３ 仮設、実行方法その他事業を完了するために必要な一切の手段（以下「実行方法等」という。）

については、この約款及び設計図書に特別の定めがある場合を除き、請負者がその責任において

定める。

４ 請負者は、この契約の履行に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。

５ この約款に定める催告、請求、通知、提出、報告、申出、承諾及び解除は、書面により行わな

ければならない。

６ この契約の履行に関して発注者と請負者との間で用いる言語は、日本語とする。

７ この約款に定める金銭の支払いに用いる通貨は、日本円とする。

８ この契約の履行に関して発注者と請負者との間で用いる計量単位は、設計図書に特別の定めが

ある場合を除き、計量法（平成４年法律第51号）に定めるものとする。

９ この約款及び設計図書における期間の定めについては、民法（明治29年法律第89号）及び商法

（明治32年法律第48号）の定めるところによるものとする。

10 この契約は、日本国の法令に準拠するものとする。

11 この契約に係る訴訟の提起又は調停（第60条の規定に基づき発注者と請負者との協議の上選任

される調停人が行うものを除く。）の申立てについては、日本国の裁判所をもって合意による専属

的管轄裁判所とする。

12 請負者が共同事業体を結成している場合においては、発注者は、この契約に基づくすべての行

為を、共同事業体の代表者に対して行うものとし、発注者が当該代表者に対して行ったこの契約

に基づくすべての行為は、当該共同事業体のすべての構成員に対して行ったものとみなし、また、

請負者は、発注者に対して行うこの契約に基づくすべての行為について当該代表者を通じて行わ

なければならない。

（関連事業・関連工事の調整）

第２条 発注者は、請負者の実行する事業と発注者の発注に係る第三者の実行する他の事業又は第

三者の施工する他の工事が実行上密接に関連する場合において、必要があるときは、その実行に

つき、調整を行うものとする。この場合においては、請負者は、発注者の調整に従い、当該第三

者の行う事業又は工事の円滑な実行又は施工に協力しなければならない。

（事業計画書）

第３条 請負者は、事業計画書を作成し、事業着手前までに発注者に提出し、その承諾を受けなけ

れば事業に着手してはならない。

２ 発注者は、前項の規定に基づき提出された書類の内容に不適当と認めるものがあるときは、請

負者と協議の上、修正させることができる。

３ 前２項の規定は、事業計画書を変更する場合についても準用する。

（契約の保証）

第４条 請負者は、この契約の締結と同時に、次の各号のいずれかに掲げる保証を付さなければな



らない。ただし、第５号の場合においては、履行保証保険契約の締結後、直ちにその保険証券を

発注者に寄託しなければならない。

(1) 契約保証金の納付

(2) 契約保証金の納付に代わる担保となる有価証券等の提供

(3) この契約による債務の不履行により生ずる損害金の支払いを保証する銀行又は発注者が確実

と認める金融機関等の保証

(4) この契約による債務の履行を保証する公共工事履行保証証券による保証

(5) この契約による債務の不履行により生ずる損害をてん補する履行保証保険契約の締結

２ 前項の保証に係る契約保証金の額、保証金額又は保険金額（第５項において「保証の額」とい

う。）は、請負金額の10分の1以上としなければならない。

３ 請負者が第１項第３号から第５号までのいずれかに掲げる保証を付す場合は、当該保証は第55

条第３項各号に規定する者による契約の解除の場合についても保証するものでなければならない。

４ 第１項の規定により、請負者が同項第２号又は第３号に掲げる保証を付したときは、当該保証

は契約保証金に代わる担保の提供として行われたものとし、同項第４号又は第５号に掲げる保証

を付したときは、契約保証金の納付を免除する。

５ 請負金額の変更があった場合には、保証の額が変更後の請負金額の10分の1に達するまで、発注

者は、保証の額の増額を請求することができ、請負者は、保証の額の減額を請求することができ

る。

（権利義務の譲渡等）

第５条 請負者は、この契約により生ずる権利又は義務を第三者に譲渡し、又は承継させてはなら

ない。ただし、あらかじめ、発注者に承諾を得た場合は、この限りでない。

２ 請負者は、事業の目的物及び事業に使用する材料のうち、第13条第２項の規定による検査に合

格したもの及び第38条第２項の規定による部分検査に合格したもの並びに仮設物を第三者に譲渡

し、貸与し、又は抵当権その他担保の目的に供してはならない。ただし、あらかじめ発注者の承

諾を得た場合は、この限りでない。

（一括委任又は一括下請負の禁止）

第６条 請負者は、この契約の履行について、事業の全部又はその主たる部分を一括して第三者に

委任し、又は請け負わせてはならない。

２ 請負者は、事業の一部を第三者に委任し、又は請け負わせようとするときは、あらかじめ発注

者の書面による承諾を得なければならない。

３ 発注者は、請負者から事業の一部を委任又は下請負により事業を行いたい旨の申出があった場

合は、当該下請負者が雇用する労働者に関する資料等を確認した上で、委任又は下請負の可否を

判断するものとする。

（下請負人の通知）

第７条 発注者は、請負者に対して、下請負人の商号又は名称その他必要な事項の通知を請求する

ことができる。

第７条の２ 請負者は、次の各号に掲げる届出をしていない事業者（当該届出の義務がない者を除

く。以下「社会保険等未加入事業者」という。）を下請契約（請負者が直接締結する下請契約に限

る。以下この条において同じ。）の相手方としてはならない。

(1) 健康保険法（大正11年法律第70号）第48条の規定による届出

(2) 厚生年金保険法（昭和29年法律第115号）第27条の規定による届出



(3) 雇用保険法（昭和49年法律第116号）第７条の規定による届出

２ 前項の規定にかかわらず、請負者は、当該事業者と下請契約を締結しなければ事業の実行が困

難となる場合その他の特別の事情があると発注者が認める場合は、社会保険等未加入事業者を下

請契約の相手方とすることができる。この場合において、請負者は、発注者の指定する期間内に、

当該社会保険等未加入事業者が前項各号に掲げる届出をし、当該事実を確認することのできる書

類を発注者に提出しなければならない。

（特許権等の使用）

第８条 請負者は、特許権、実用新案権、意匠権、商標権その他日本国の法令に基づき保護される

第三者の権利（以下「特許権等」という。）の対象となっている事業実行に必要な材料、実行方法

等を使用するときは、その使用に関する一切の責任を負わなければならない。ただし、発注者が

その事業に使用する材料、実行方法等を指定した場合において、設計図書に特許権等の対象であ

る旨の明示がなく、かつ、請負者がその存在を知らなかったときは、発注者は、請負者がその使

用に関して要した費用を負担しなければならない。

（監督職員）

第９条 発注者は、監督職員を置いたときは、その氏名を請負者に通知しなければならない。監督

職員を変更したときも同様とする。

２ 監督職員は、この約款の他の条項に定めるもの及びこの約款に基づく発注者の権限とされる事

項のうち発注者が必要と認めて監督職員に委任したもののほか、設計図書に定めるところにより、

次に掲げる権限を有する。

(1) この契約の履行についての請負者又は請負者の現場代理人に対する指示、承諾及び協議

(2) 事業進捗状況の管理、立会い、事業の実行状況の検査及び材料の検査（確認を含む。）

(3) 関連する２以上の事業の事業進捗状況等の調整

(4) 第15条に規定する支給材料及び貸与品の授受

３ 発注者は、２名以上の監督職員を置き、前項の権限を分担させたときにあってはそれぞれの監

督職員の有する権限の内容を、監督職員にこの約款に基づく発注者の権限の一部を委任したとき

にあっては当該委任した権限の内容を、請負者に通知しなければならない。

４ 第２項の規定に基づく監督職員の指示又は承諾は、原則として、書面により行わなければなら

ない。

５ 発注者が監督職員を置いたときは、この約款に定める催告、請求、通知、提出、報告、申出、

承諾及び解除については、設計図書に定めるものを除き、監督職員を経由して行うものとする。

この場合においては、監督職員に到達した日をもって発注者に到達したものとみなす。

６ 発注者が監督職員を置かないときは、この約款に定める監督職員の権限は、発注者に帰属する。

（現場代理人）

第10条 請負者は、現場代理人を定め、その氏名その他必要な事項を、作業着手前に、発注者に通

知しなければならない。現場代理人を変更した場合も同様とする。

２ 請負者は、自ら直接雇用する者の中から現場代理人を定めるものとする。

３ 現場代理人は、この契約の履行に関し、事業現場に常駐し、その運営及び取締りを行うほか、

請負金額の変更、請負金の請求及び受領、第12条第１項の請求の受理、同条第３項の決定及び通

知並びにこの契約の解除に係る権限を除き、この契約に基づく請負者の一切の権限を行使するこ

とができる。

４ 請負者は、複数の現場で同時に事業を行う場合は、原則として、その現場ごとに現場代理人を

常駐させるものとする。ただし、複数箇所の現場を一の現場として扱うことが合理的と考えられ



る場合は、発注者と請負者の協議により、当該複数箇所の現場を一の現場として扱うことができ

るものとする。

５ 請負者は、第３項の規定にかかわらず、自己の有する権限のうち現場代理人に委任せず自ら行

使しようとするものがあるときは、あらかじめ、当該権限の内容を発注者に通知しなければなら

ない。

（履行報告）

第11条 請負者は、設計図書に定めるところにより、この契約の履行について発注者に報告しなけ

ればならない。

（事業関係者に関する請求）

第12条 発注者は、現場代理人がその職務の執行につき著しく不適当と認められるときは、請負者

に対して、その理由を明示した書面により、必要な措置をとるべきことを請求することができる。

２ 発注者又は監督職員は、請負者が事業を実行又は管理するために使用している下請負人、労働

者等で事業の実行又は管理につき著しく不適当と認められるものがあるときは、請負者に対して、

その理由を明示した書面により、必要な措置をとるべきことを請求することができる。

３ 請負者は、前２項の規定に基づく請求があったときは、当該請求に係る事項について決定し、

その結果を請求を受けた日から10日以内に発注者に通知しなければならない。

４ 請負者は、監督職員がその職務の執行につき著しく不適当と認められるときは、発注者に対し

て、その理由を明示した書面により、必要な措置をとるべきことを請求することができる。

５ 発注者は、前項の規定による請求があったときは、当該請求に係る事項についてを決定し、そ

の結果を請求を受けた日から10日以内に請負者に通知しなければならない。

（材料の品質及び検査等）

第13条 事業に使用する材料の品質については、設計図書に定めるところによる。設計図書にその

品質が明示されていない場合にあっては、中等の品質を有するものとする。

２ 請負者は、設計図書において監督職員の検査（確認を含む。以下この条において同じ。）を受け

て使用すべきものと指定された事業に使用する材料については、当該検査に合格したものを使用

しなければならない。この場合において、当該検査に直接要する費用は、請負者の負担とする。

３ 監督職員は、請負者から前項の検査を請求されたときは、請求を受けた日から７日以内に応じ

なければならない。

４ 請負者は、発注者が特に必要があると認めて設計図書において指定した事業に使用する材料の

調達をしたときは、設計図書の定めるところにより、当該材料の納入時の記録写真及び受払いの

記録を整備し、監督職員の請求があったときは、当該請求を受けた日から７日以内に提出しなけ

ればならない。

５ 請負者は、事業現場内に搬入した事業に使用する材料を監督職員の承諾を受けずに事業現場外

に搬出してはならない。

６ 請負者は、前項の規定にかかわらず、第２項の検査の結果不合格と決定された事業に使用する

材料については、当該決定を受けた日から７日以内に事業現場外に搬出しなければならない。

（監督職員の立会い、実行記録の整備等）

第14条 請負者は、設計図書において監督職員の立会いの上実行するものと指定された事業につい

ては、当該立会いを受けて実行しなければならない。

２ 監督職員は、請負者から前項の立会いを請求されたときは、当該請求を受けた日から７日以内

に応じなければならない。



３ 請負者は、第１項に規定するほか、発注者が特に必要があると認めて設計図書において実行写

真等の記録を整備すべきものと指定した事業の実行をするときは、設計図書の定めるところによ

り、当該実行写真等の記録を整備し、監督職員の請求があったときは、当該請求を受けた日から

７日以内に提出しなければならない。

４ 第２項の場合において、監督職員が正当な理由なく請負者の請求に７日以内に応じないため、

その後の事業の実行に支障をきたすときは、請負者は、監督職員に通知した上、当該立会いを受

けることなく、事業を実行することができる。この場合において、請負者は、当該事業の実行を

適切に行ったことを証する実行写真等の記録を整備し、監督職員の請求があったときは、当該請

求を受けた日から７日以内に提出しなければならない。

５ 前２項の場合において、実行写真等の記録の整備に直接要する費用は、請負者の負担とする。

（支給材料及び貸与品）

第15条 発注者が請負者に支給する事業に使用する材料（以下「支給材料」という。）及び貸与する

機械器具（以下「貸与品」という。）の品名、数量、品質、規格又は性能、引渡場所及び引渡時期

は、設計図書に定めるところによる。

２ 監督職員は、支給材料又は貸与品の引渡しに当たっては、請負者の立会いの上、発注者の負担

において、当該支給材料又は貸与品を検査しなければならない。この場合において、当該検査の

結果、その品名、数量、品質又は規格若しくは性能が設計図書の定めと異なり、又は使用に適当

でないと認めたときは、請負者は、その旨を直ちに発注者に通知しなければならない。

３ 請負者は、支給材料又は貸与品の引渡しを受けたときは、引渡しの日から７日以内に、発注者

に受領書又は借用書を提出しなければならない。

４ 請負者は、支給材料又は貸与品の引渡しを受けた後、当該支給材料又は貸与品に種類、品質又

は数量に関しこの契約の内容に適合しないこと（第２項の検査により発見することが困難であっ

たものに限る。）などがあり使用に適当でないと認めたときは、その旨を直ちに発注者に通知しな

ければならない。

５ 発注者は、請負者から第２項後段又は前項の規定による通知を受けた場合において、必要があ

ると認められるときは、当該支給材料若しくは貸与品に代えて他の支給材料若しくは貸与品を引

き渡し、支給材料若しくは貸与品の品名、数量、品質若しくは規格若しくは性能を変更し、又は

理由を明示した書面により、当該支給材料若しくは貸与品の使用を請負者に請求しなければなら

ない。

６ 発注者は、前項に規定するほか、必要があると認めるときは、支給材料又は貸与品の品名、数

量、品質、規格若しくは性能、引渡場所又は引渡時期を変更することができる。

７ 発注者は、前２項の場合において、必要があると認められるときは事業期間若しくは請負金額

を変更し、又は請負者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。

８ 請負者は、支給材料及び貸与品をこの契約の履行に直接必要な用途以外に利用又は使用しては

ならない。

９ 請負者は、支給材料及び貸与品を善良な管理者の注意をもって管理しなければならない。

10 請負者は、設計図書に定めるところにより、事業の完了、設計図書の変更等によって支給材料

又は貸与品が不用となったときは、直ちに当該支給材料又は貸与品について監督職員の検査を受

け、発注者の指示した時期及び場所において発注者に返還しなければならない。

11 請負者は、故意又は過失により支給材料又は貸与品が滅失若しくはき損し、又はその返還が不

可能になったときは、発注者の指定した期間内に代品を納め、若しくは原状に復して返還し、又

は返還に代えて損害を賠償しなければならない。

12 請負者は、支給材料又は貸与品の使用方法が設計図書に明示されていないときは、監督職員の

指示に従わなければならない。



（事業用地の確保等）

第16条 発注者は、事業用地その他設計図書において定められた事業の実行上必要な用地（以下「事

業用地等」という。）を請負者が事業の実行上必要とする日（設計図書に特別の定めがあるときは、

その定められた日）までに確保しなければならない。

２ 請負者は、確保された事業用地等を善良な管理者の注意をもって管理しなければならない。

３ 事業の完了、設計図書の変更等によって事業用地等が不用となった場合において、当該事業用

地等に請負者が所有又は管理する事業に使用する材料、機械器具、仮設物その他の物件（下請負

人の所有又は管理するこれらの物件を含む。）があるときは、請負者は、当該物件を撤去するとと

もに、当該事業用地等を修復し、取り片付けて、発注者に明け渡さなければならない。

４ 前項の場合において、請負者が、正当な理由なく、相当の期間内に当該物件を撤去せず、又は

事業用地等の修復若しくは取片付けを行わないときは、発注者は、請負者に代わって当該物件を

処分し、事業用地等の修復若しくは取片付けを行うことができる。この場合においては、請負者

は、発注者の処分又は修復若しくは取片付けについて異議を申し出ることができず、また、発注

者の処分又は修復若しくは取片付けに要した費用を負担しなければならない。

５ 第３項に規定する請負者のとるべき措置の期限、方法等については、発注者が、請負者の意見

を聴いて定める。

（設計図書不適合の場合の措置請求、破壊検査等）

第17条 請負者は、事業の実行部分が設計図書に適合しない場合において、監督職員が必要と認め

る措置を請求したときは、当該請求に従わなければならない。この場合において、当該不適合が

監督職員の指示によるときその他発注者の責めに帰すべき事由によるときは、発注者は、必要が

あると認められるときは事業期間若しくは請負金額を変更し、又は請負者に損害を及ぼしたとき

は必要な費用を負担しなければならない。

２ 監督職員は、請負者が第13条第２項又は第14条第１項、第３項若しくは第４項の規定に違反し

た場合において、必要があると認められるときは、事業の実行部分を 小限度破壊して検査する

ことができる。

３ 前項に規定するほか、監督職員は、事業の実行部分が設計図書に適合しないと認められる相当

の理由がある場合において、必要があると認められるときは、当該相当の理由を請負者に通知し

て、事業の実行部分を 小限度破壊して検査することができる。

４ 前２項の場合において、検査及び復旧に直接要する費用は、請負者の負担とする。

（条件変更等）

第18条 請負者は、事業の実行に当たり、次の各号のいずれかに該当する事実を発見したときは、

その旨を直ちに監督職員に通知し、その確認を請求しなければならない。

(1) 図面、仕様書、現場説明書及び現場説明に対する質問回答書が一致しないこと（これらの優

先順位が定められている場合を除く。）

(2) 設計図書に誤謬又は脱漏があること

(3) 設計図書の表示が明確でないこと

(4) 事業現場の形状、地質、湧水等の状態、実行上の制約等設計図書に示された自然的又は人為

的な実行条件と実際の事業現場が一致しないこと

(5) 設計図書に記載されていない実行条件について、予期することのできない特別な状態が生じ

たこと

２ 監督職員は、前項の規定による確認を請求されたとき又は自ら同項各号に掲げる事実を発見し

たときは、請負者の立会いの上、直ちに調査を行わなければならない。ただし、請負者が立会い



に応じない場合には、請負者の立合いを得ずに行うことができる。

３ 発注者は、請負者の意見を聴いて、調査の結果（これに対してとるべき措置を指示する必要が

あるときは、当該指示を含む。）をとりまとめ、調査の終了後14日以内に、その結果を請負者に通

知しなければならない。ただし、その期間内に通知できないやむを得ない理由があるときは、あ

らかじめ請負者の意見を聴いた上、当該期間を延長することができる。

４ 前項の調査において第１項の事実が確認された場合において、必要があると認められるときは、

次の各号に掲げるところにより、設計図書の訂正又は変更を行わなければならない。

(1) 第１項第１号から第３号までのいずれかに該当し設計図書を訂正する必要があるもの 発注

者が行う。

(2) 第１項第４号又は第５号に該当し設計図書を変更する場合で事業の目的物の変更を伴うもの

発注者が行う。

(3) 第１項第４号又は第５号に該当し設計図書を変更する場合で事業の目的物の変更を伴わない

もの 発注者と請負者とが協議して発注者が行う。

５ 前項の規定に基づき設計図書の訂正又は変更が行われた場合において、発注者は、必要がある

と認められるときは事業期間若しくは請負金額を変更し、又は請負者に損害を及ぼしたときは必

要な費用を負担しなければならない。

（設計図書の変更）

第19条 発注者は、必要があると認めるときは、設計図書の変更内容を請負者に通知して、設計図

書を変更することができる。この場合において、発注者は、必要があると認められるときは事業

期間若しくは請負金額を変更し、又は請負者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなけれ

ばならない。

（事業の中止）

第20条 事業用地等の確保ができない等のため又は暴風、豪雨、洪水、高潮、地震、地すべり、落

盤、火災、騒乱、暴動その他の自然的又は人為的な事象（以下「天災等」という。）であって請負

者の責めに帰すことができないものにより事業の目的物等に損害を生じ若しくは事業現場の状態

が変動したため、請負者が事業を実行できないと認められるときは、発注者は、事業の中止内容

を直ちに請負者に通知して、事業の全部又は一部の実行を一時中止させなければならない。

２ 発注者は、前項の規定によるほか、必要があると認めるときは、事業の中止内容を請負者に通

知して、事業の全部又は一部の実行を一時中止させることができる。

３ 発注者は、前２項の規定により事業の実行を一時中止させた場合において、必要があると認め

られるときは事業期間若しくは請負金額を変更し、又は請負者が事業の続行に備え事業現場を維

持し若しくは労働者、機械器具等を保持するための費用その他の事業実行の一時中止に伴う増加

費用を必要とし若しくは請負者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。

（著しく短い事業期間の禁止）

第21条 発注者は、事業期間の延長又は短縮を行うときは、この事業に従事する者の労働時間その

他の労働条件が適正に確保されるよう、やむを得ない事由により事業等の実施が困難であると見

込まれる日数等を考慮しなければならない。

（請負者の請求による事業期間の延長等）

第22条 請負者は、天候の不良、第２条の規定に基づく関連事業又は工事の調整への協力その他請

負者の責めに帰すことができない事由により事業期間内に事業を完了することができないときは、

その理由を明示した書面により、発注者に事業期間の延長変更を請求することができる。



２ 発注者は、前項の規定による請求があった場合において、必要があると認められるときは、事

業期間を延長しなければならない。発注者は、その事業期間の延長が発注者の責めに帰すべき事

由による場合においては、請負金額について必要と認められる変更を行い、又は請負者に損害を

及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。

（発注者の請求による事業期間の短縮等）

第23条 発注者は、特別の理由により事業期間を短縮する必要があるときは、事業期間の短縮変更

を請負者に請求することができる。

２ 発注者は、前項の場合において、必要があると認められるときは請負金額を変更し、又は請負

者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。

（事業期間の変更方法）

第24条 事業期間の変更については、発注者と請負者とが協議して定める。ただし、協議開始の日

から14日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、請負者に通知する。

２ 前項の協議開始の日については、発注者が請負者の意見を聴いて定め、請負者に通知するもの

とする。ただし、発注者が事業期間の変更事由が生じた日（第22条の場合にあっては発注者が事

業期間変更の請求を受けた日、前条の場合にあっては請負者が事業期間変更の請求を受けた日）

から７日以内に協議開始の日を通知しない場合には、請負者は、協議開始の日を定め、発注者に

通知することができる。

（請負金額の変更方法等）

第25条 請負金額の変更については、発注者と請負者とが協議して定める。ただし、協議開始の日

から14日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、請負者に通知する。

２ 前項の協議開始の日については、発注者が請負者の意見を聴いて定め、請負者に通知するもの

とする。ただし、請負金額の変更事由が生じた日から７日以内に協議開始の日を通知しない場合

には、請負者は、協議開始の日を定め、発注者に通知することができる。

３ この約款の規定により、請負者が増加費用を必要とした場合又は損害を受けた場合に発注者が

負担する必要な費用の額については、発注者と請負者とが協議して定める。

（賃金又は物価の変動による請負金額の変更）

第26条 発注者又は請負者は、事業期間内で請負契約締結の日から12月を経過した後に日本国内に

おける賃金水準又は物価水準の変動により請負金額が不適当となったと認めたときは、相手方に

対して請負金額の変更を書面により請求することができる。

２ 発注者又は請負者は、前項の規定による請求があったときは、変動前残請負金額（請負金額か

ら当該請求時の出来形部分に相応する請負金額を控除した額をいう。以下この条において同じ。）

と変動後残請負金額（変動後の賃金又は物価を基礎として算出した変動前残請負金額に相応する

額をいう。以下この条において同じ。）との差額のうち変動前残請負金額の1000分の15を超える額

につき、請負金額の変更に応じなければならない。

３ 変動前残請負金額及び変動後残請負金額は、請求のあった日を基準とし、物価指数等に基づき

発注者と請負者とが協議して定める。ただし、協議開始の日から14日以内に協議が整わない場合

にあっては、発注者が定め、請負者に通知する。

４ 第１項の規定による請求は、この条の規定により請負金額の変更を行った後再度行うことがで

きる。この場合において、同項中「請負契約締結の日」とあるのは「直前のこの条に基づく請負

金額変更の基準とした日」とするものとする。

５ 特別な要因により事業期間内に主要な事業に使用する材料の日本国内における価格に著しい変



動を生じ、請負金額が不適当となったときは、発注者又は請負者は、前各項の規定によるほか、

請負金額の変更を請求することができる。

６ 予期することのできない特別の事情により、事業期間内に日本国内において急激なインフレー

ション又はデフレーションを生じ、請負金額が著しく不適当となったときは、発注者又は請負者

は、前各項の規定にかかわらず、請負金額の変更を請求することができる。

７ 前２項の場合において、請負金額の変更額については、発注者と請負者とが協議して定める。

ただし、協議開始の日から14日以内に協議が整わない場合にあっては、発注者が定め、請負者に

通知する。

８ 第３項及び前項の協議開始の日については、発注者が請負者の意見を聴いて定め、請負者に通

知しなければならない。ただし、発注者が第１項、第５項又は第６項の請求を行った日又は受け

た日から７日以内に協議開始の日を通知しない場合には、請負者は、協議開始の日を定め、発注

者に通知することができる。

（臨機の措置等）

第27条 請負者は、火災等の災害防止等のため必要があると認めるときは、臨機の措置をとらなけ

ればならない。この場合において、必要があると認めるときは、請負者は、あらかじめ監督職員

の意見を聴かなければならない。ただし、緊急やむを得ない事情があるときは、この限りでない。

２ 前項の場合においては、請負者は、そのとった措置の内容を監督職員に直ちに通知しなければ

ならない。

３ 監督職員は、火災等の災害防止その他事業の実行上特に必要があると認めるときは、請負者に

対して臨機の措置をとることを請求することができる。

４ 請負者が第１項又は前項の規定により臨機の措置をとった場合において、当該措置に要した費

用のうち、請負者が請負金額の範囲において負担することが適当でないと認められる部分につい

ては、発注者が負担する。

（一般的損害）

第28条 事業の目的物の引渡し前に、事業の目的物又は事業に使用する材料について生じた損害そ

の他事業の実行に関して生じた損害（次条第１項若しくは第２項又は第30条第１項に規定する損

害を除く。）については、請負者が、その損害に係る費用を負担する。ただし、その損害（第59条

第１項の規定により付された保険等によりてん補された部分を除く。）のうち発注者の責めに帰す

べき事由により生じたものについては、発注者が負担する。

（第三者に及ぼした損害）

第29条 事業の実行について第三者に損害を及ぼしたときは、請負者がその損害を賠償しなければ

ならない。ただし、その損害（第59条第１項の規定に基づき付された保険等によりてん補された

ものを除く。以下この条において同じ。）のうち発注者の責めに帰すべき事由により生じたものに

ついては、発注者が負担する。

２ 前項の規定にかかわらず、事業の実行に伴い通常避けることができない騒音、振動、地盤沈下、

地下水の断絶等の理由により第三者に損害を及ぼしたときは、発注者がその損害を負担しなけれ

ばならない。ただし、その損害のうち事業の実行につき請負者が善良な管理者の注意義務を怠っ

たことにより生じたものについては、請負者が負担する。

３ 前２項の場合その他事業の実行について第三者との間に紛争を生じた場合においては、発注者

及び請負者は協力してその処理解決に当たるものとする。

（不可抗力による損害）



第30条 事業の目的物の引渡し前に、天災等（設計図書で基準を定めたものにあっては、当該基準

を超えるものに限る。）発注者と請負者のいずれの責めにも帰すことができないもの（以下この条

において「不可抗力」という。）により、作業区域、事業の目的物、仮設物、貸与品又は事業現場

に搬入済みの事業に使用する材料若しくは機械器具に損害が生じたときは、請負者は、その事実

の発生後直ちに、その状況を発注者に通知しなければならない。

２ 発注者は、前項の規定による通知を受けたときは、直ちに調査を行い、同項の損害（請負者が

善良な管理者の注意義務を怠ったことに基づくもの及び第59条第１項の規定により付された保険

等によりてん補された部分を除く。以下この条において「損害」という。）の状況を確認し、その

結果を請負者に通知しなければならない。

３ 請負者は、前項の規定により損害の状況が確認されたときは、損害による費用の負担を発注者

に請求することができる。

４ 発注者は、前項の規定により請負者から損害による費用の負担の請求があったときは、当該損

害の額（事業の目的物、仮設物又は事業現場に搬入済みの事業に使用する材料若しくは機械器具

であって第13条第２項、第14条第１項又は第38条第２項の規定による検査、立合いその他請負者

の事業実行に関する記録等により確認することができるものに限る。）及び当該損害の取片付けに

要する費用の額の合計額（第６項において「損害合計額」という。）のうち請負金額の100分の1を

超える額を負担しなければならない。

５ 損害の額は、次の各号に掲げる損害につき、それぞれ当該各号に定めるところにより、算定す

る。

(1) 事業の目的物に関する損害

損害を受けた事業の目的物に相応する請負金額とし、残存価値がある場合にはその評価額を

差し引いた額とする。

(2) 事業に使用する材料に関する損害

損害を受けた事業に使用する材料で通常妥当と認められるものに相応する請負金額とし、残

存価値がある場合にはその評価額を差し引いた額とする。

(3) 仮設物又は機械器具に関する損害

損害を受けた仮設物又は機械器具で通常妥当と認められるものについて、当該事業で償却す

ることとしている償却費の額から損害を受けた時点における事業の目的物に相応する償却費の

額を差し引いた額とする。ただし、修繕によりその機能を回復することができ、かつ、修繕費

の額が上記の額より少額であるものについては、その修繕費の額とする。

６ 数次にわたる不可抗力により損害合計額が累積した場合における第二次以降の不可抗力による

損害合計額の負担については、第４項中「当該損害の額」とあるのは「損害の額の累計」と、「当

該損害の取片付けに要する費用の額」とあるのは「損害の取片付けに要する費用の額の累計」と、

「請負金額の100分の1を超える額」とあるのは「請負金額の100分の1を超える額から既に負担し

た額を差し引いた額」として同項を適用する。

（請負金額の変更に代える設計図書の変更）

第31条 発注者は、第８条、第15条、第17条から第20条まで、第22条、第23条、第26条から第28条

まで、前条又は第34条の規定により請負金額を増額すべき場合又は費用を負担すべき場合におい

て、特別の理由があるときは、請負金額の増額又は負担額の全部又は一部に代えて設計図書を変

更することができる。この場合において、設計図書の変更内容は、発注者と請負者とが協議して

定める。ただし、協議開始の日から14日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、請負者

に通知する。

２ 前項の協議開始の日については、発注者が請負者の意見を聴いて定め、請負者に通知しなけれ



ばならない。ただし、発注者が請負金額を増額すべき事由又は費用を負担すべき事由が生じた日

から14日以内に協議開始の日を通知しない場合には、請負者は、協議開始の日を定め、発注者に

通知することができる。

（事業の完了及び検査）

第32条 請負者は、事業を完了したと認めるときは、直ちに事業完了届を発注者に提出しなければ

ならない。

２ 発注者は、前項の事業完了届を受理したときは、その日から10日以内に請負者の立会いの上、

設計図書に定めるところにより、事業の完了を確認するための検査を完了し、当該検査の結果を

請負者に通知しなければならない。この場合において、請負者が検査に立ち会わず、又は立ち会

うことができないときは、請負者は、発注者が行った検査結果に対して異議を申し立てることが

できない。

３ 前項の場合において、発注者は、必要があると認められるときは、その理由を請負者に通知し

て、事業の実行部分を 小限度破壊して検査することができる。

４ 前２項の場合において、検査又は復旧に直接要する費用は、請負者の負担とする。

５ 請負者は、第２項の検査に合格しなかったときは、発注者又は監督職員の指示により手直し又

は改良を行い、再度発注者の検査を受けなければならない。この検査については、前４項の規定

を準用する。

６ 合格した検査に係る事業完了届を発注者が受理した日が、事業期間の末日後である場合は、事

業期間の末日の翌日から合格した検査に係る第１項の事業完了届又は第５項において準用する第

１項の事業完了届を受理した日までの日数を、請負者の事業遅滞日数として取り扱うものとする。

７ 発注者が請負者に対し第２項又は第５項において準用する第２項の検査に合格した旨を通知し

たときをもって、事業の全部を完了したものとし、事業の目的物について発注者は請負者から引

渡しを受けたものとみなす。

（請負金の支払い）

第33条 請負者は、前条第２項（同項第５項の規定により適用される場合を含む。第３項において

同じ。）の検査に合格したときは、請負金の支払いを請求することができる。この場合において、

請負者は、支払請求書を発注者に提出しなければならない。

２ 発注者は、前項の規定による支払い請求書の提出があったときは、支払請求書を受理した日か

ら起算して30日以内に請負金を支払わなければならない。

３ 発注者がその責めに帰すべき事由により前条第２項に規定する検査の期限までに検査をしない

ときは、その期限を経過した日から検査をした日までの期間の日数は、前項の期間（以下「約定

期間」という。）の日数から差し引くものとする。この場合において、その遅延日数が約定期間の

日数を超えるときは、約定期間は、遅延日数が約定期間の日数を超えた日において満了したもの

とみなす。

（部分使用）

第34条 発注者は、第32条第７項の引渡し前においても、事業の目的物の全部又は一部を請負者の

承諾を得て使用することができる。

２ 前項の場合においては、発注者は、その使用部分を善良な管理者の注意をもって使用しなけれ

ばならない。

３ 発注者は、第１項の規定により事業の目的物の全部又は一部を使用したことによって請負者に

損害を及ぼしたときは、必要な費用を負担しなければならない。



（前金払及び中間前金払）

第35条 請負者は、公共工事の前払金保証事業に関する法律（昭和27年法律第184号）第２条第４項

に規定する保証事業会社（以下「保証事業会社」という。）と、契約書記載の事業完了の時期を保

証期限とする同条第５項に規定する保証契約（以下「保証契約」という。）を締結し、その保証証

書を発注者に寄託して、請負金額の10分の４以内の前払金の支払いを発注者に請求することがで

きる。

２ 発注者は、前項の規定による請求があったときは、請求を受けた日から14日以内に前払金を支

払わなければならない。

３ 請負者は、第１項の規定による前払金の支払いを受けた後、保証事業会社と中間前払金に関す

る保証契約を締結し、その保証証書を発注者に寄託して、請負金額の10分の２以内の中間前払金

の支払いを発注者に請求することができる。

４ 第２項の規定は、前項の場合について準用する。

５ 請負者は、請負金額が著しく増額された場合においては、その増額後の請負金額の10分の４（第

３項の規定により中間前払金の支払いを受けているときは10分の６）から受領済みの前払金額（中

間前払金の支払いを受けているときは、中間前払金額を含む。次項及び次条において同じ。）を差

し引いた額に相当する額の範囲内で前払金（中間前払金の支払いを受けているときは、中間前払

金を含む。以下この条から第37条までにおいて同じ。）の支払いを請求することができる。この場

合においては、第２項の規定を準用する。

６ 請負者は、請負金額が著しく減額された場合において、受領済みの前払金額が減額後の請負金

額の10分の５（第３項の規定により中間前払金の支払いを受けているときは、10分の６）を超え

るときは、請負者は、請負金額が減額された日から30日以内にその超過額を返還しなければなら

ない。

７ 前項の超過額が相当の額に達し、返還することが前払金の使用状況からみて、著しく不適当で

あると認められるときは、発注者と請負者とが協議して返還すべき超過額を定める。ただし、請

負金額が減額された日から30日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、請負者に通知す

る。

８ 発注者は、請負者が第６項の期間内に超過額を返還しなかったときは、その未返還額につき、

同項の期間を経過した日から返還をする日までの期間について、その日数に応じ、国の債権の管

理等に関する法律施行令（昭和31年政令第337号）第29条第１項に規定する財務大臣の定める率の

割合で計算した額の遅延利息の支払いを請求することができる。

（保証契約の変更）

第36条 請負者は、前条第５項の規定により受領済みの前払金に追加してさらに前払金の支払いを

請求する場合には、あらかじめ、保証契約を変更し、変更後の保証証書を発注者に寄託しなけれ

ばならない。

２ 請負者は、前項に定める場合のほか、請負金額が減額された場合において、保証契約を変更し

たときは、変更後の保証証書を直ちに発注者に寄託しなければならない。

３ 請負者は、前払金額の変更を伴わない事業期間の変更が行われた場合には、発注者に代わりそ

の旨を保証事業会社に直ちに通知するものとする。

（前払金の使用等）

第37条 請負者は、前払金をこの事業の材料費、労務費、機械器具の賃借料、機械購入費（この事

業において償却される割合に相当する額に限る。）、動力費、支払運賃、修繕費、仮設費、労働者

災害補償保険料又は保証料に相当する額として必要な経費以外の支払いに充当してはならない。



（部分払）

第38条 請負者は、事業の一部が完了してその区分が明らかなものについては、部分完了届を提出

して、当該部分の検査を発注者に請求することができる。

２ 発注者は、前項の請求があった場合において、同項の検査を行うことが適当であると認めると

きは、当該請求があった日から10日以内に請負者の立会いの上、設計図書の定めるところにより、

同項の検査を完了し、当該検査の結果を請負者に通知しなければならない。この場合において、

請負者が検査に立ち会わず、又は立ち会うことができないときは、請負者は、発注者が行った検

査結果に対して異議を申し立てることができない。

３ 前項の場合において、発注者は、必要があると認められるときは、その理由を請負者に通知し

て、事業の実行部分を 小限度破壊して検査することができる。

４ 前２項の場合において、検査又は復旧に直接要する費用は、請負者の負担とする。

５ 第１項の請求があった場合において、発注者が同項の検査を行うことが適当でないと認めると

きは、その理由を明らかにして、その旨を請負者に通知しなければならない。

６ 発注者が請負者に対し第２項の検査に合格した旨を通知したときをもって、その合格した部分

について、発注者は請負者から引渡しを受けたものとみなす。

７ 請負者は、事業完了前に前項の規定に基づく部分検査に合格したものがあるときは、その部分

検査合格分及び部分検査合格分において使用した設計図書に基づく事業に使用する材料に相当す

る請負金額（以下「請負金相当額」という。ただし、既に部分払金の支払いがあり、再度部分払

の請求をする場合においては、請負金相当額から既に部分払の対象となった請負金相当額を控除

した額とする。）の10分の９以内の範囲において、部分払を所定の手続きに従って請求することが

できる。

８ 部分払金の額は、次の式により算定する。この場合において、請負金相当額は、発注者と請負

者とが協議して定める。ただし、発注者が前項の請求を受けた日から10日以内に協議が整わない

場合には、発注者が定め、請負者に通知する。

部分払金の額≦請負金相当額×（９/10－前払金額/請負金額）

９ 部分払金の支払いについては、第33条の規定を準用する。この場合において、同条中「検査」

とあるのは「部分検査」と、「請負金」とあるのは「部分払金」と、同条第３項中「前条第２項に

規定する検査の期限の期間内」とあるのは「部分完了届を受理した日から起算して10日以内」と

読み替えるものとする。

（部分引渡し）

第39条 事業の目的物について、発注者が設計図書において事業の完了に先だって引渡しを受ける

べきことを指定した部分（以下「指定部分」という。）がある場合において、当該指定部分に係る

事業が完了したときについては、第32条中「事業」とあるのは「指定部分に係る事業」と、「事業

の目的物」とあるのは「指定部分に係る事業の目的物」と、第33条中「請負金」とあるのは「部

分引渡しに係る請負金」と読み替えて、これらの規定を準用する。

２ 前項の規定に基づき準用される第33条第１項の規定に基づき請求することができる部分引渡し

に係る請負金の額は、次の式により算定する。この場合において、指定部分に相応する請負金の

額は、発注者と請負者とが協議して定める。ただし、発注者が前項の規定に基づき準用される第

33条第１項の請求を受けた日から10日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、請負者に通

知する。

部分引渡しに係る請負金の額＝指定部分に相応する請負金の額×（１－前払金額/請負金額）

（国債に係る契約の特則）

第40条 国庫債務負担行為（以下「国債」という。）に係る契約において、各会計年度における請負



金の支払いの限度額（以下「支払限度額」という。）は、請負契約書の別紙のとおりとする。

２ 支払限度額に対応する各会計年度の出来高予定額は、請負契約書の別紙のとおりである。

３ 発注者は、予算上の都合その他の必要があるときは、第１項の支払限度額及び前項の出来高予

定額を変更することができる。

（国債に係る契約の前金払及び中間前金払の特則）

第41条 国債に係る契約の前金払及び中間前金払については、第35条中「契約書記載の事業完了の

時期」とあるのは「契約書記載の事業完了の時期（ 終の会計年度以外の会計年度にあっては、

各会計年度末）」と、同条及び第36条中「請負金額」とあるのは「当該会計年度の出来高予定額（前

会計年度末における第38条第１項の請負金相当額（以下この条及び次条において「請負金相当額」

という。）が前会計年度までの出来高予定額を超えた場合において、当該会計年度の当初に部分払

をしたときは、当該超過額を控除した額）」と読み替えて、これらの規定を準用する。ただし、こ

の契約を締結した会計年度（以下「契約会計年度」という。）以外の会計年度においては、請負者

は、予算の執行が可能となる時期以前に前払金及び中間前払金の支払いを請求することはできな

い。

２ 前項の場合において、契約会計年度について前払金及び中間前払金を支払わない旨が設計図書

に定められているときには、同項の規定により準用される第35条第１項及び第３項の規定にかか

わらず、請負者は、契約会計年度について前払金及び中間前払金の支払いを請求することができ

ない。

３ 第１項の場合において、契約会計年度に翌会計年度分の前払金及び中間前払金を含めて支払う

旨が設計図書に定められているときには、同項の規定により準用される第35条第１項の規定にか

かわらず、請負者は、契約会計年度に翌会計年度に支払うべき前払金相当分及び中間前払金相当

分（請負契約書の別紙の金額以内）を含めて前払金及び中間前払金の支払いを請求することがで

きる。

４ 第１項の場合において、前会計年度末における請負金相当額が前会計年度までの出来高予定額

に達しないときには、同項の規定により準用される第35条第１項の規定にかかわらず、請負者は、

請負金相当額が前会計年度までの出来高予定額に達するまで当該会計年度の前払金及び中間前払

金の支払いを請求することができない。

５ 第１項の場合において、前会計年度末における請負金相当額が前会計年度までの出来高予定額

に達しないときには、その額が当該出来高予定額に達するまで前払金及び中間前払金の保証期限

を延長するものとする。この場合においては、第36条第３項の規定を準用する。

（国債に係る契約の部分払の特則）

第42条 国債に係る契約において、前会計年度末における請負金相当額が前会計年度までの出来高

予定額を超えた場合においては、請負者は、当該会計年度の当初に当該超過額（以下「出来高超

過額」という。）について部分払を請求することができる。ただし、契約会計年度以外の会計年度

においては、請負者は、予算の執行が可能となる時期以前に部分払の支払いを請求することはで

きない。

２ この契約において、前払金及び中間前払金の支払いを受けている場合の部分払金の額について

は、第38条第８項及び第９項の規定にかかわらず、次の式により算定する。

(a)部分払金の額≦請負金相当額×９/10

－(前会計年度までの支払金額＋当該会計年度の部分払金額)

－｛請負金相当額－(前年度までの出来高予定額＋出来高超過額)｝

×当該会計年度前払金額／当該会計年度の出来高予定額

(b)部分払金の額≦請負金相当額×９/10



－前会計年度までの支払金額

－(請負金相当額－前年度までの出来高予定額)

×(当該会計年度前払金額＋当該会計年度の中間前払金額)

/当該会計年度の出来高予定額

(注)(b)は、中間前払金を選択した場合に使用する。

３ 各会計年度において、部分払を請求できる回数は、請負契約書の別紙のとおりとする。

（第三者による代理受領）

第43条 請負者は、発注者の承諾を得て請負金の全部又は一部の受領につき、第三者を代理人とす

ることができる。

２ 発注者は、前項の規定により請負者が第三者を代理人とした場合において、請負者の提出する

支払請求書に当該第三者が請負者の代理人である旨の明記がなされているときは、当該第三者に

対して、第33条（第39条において準用する場合を含む。）又は第38条の規定に基づく支払いをしな

ければならない。

（部分払金等の不払に対する事業実行の一時中止）

第44条 請負者は、発注者が第35条、第38条又は第39条において準用される第33条の規定に基づく

支払いを遅延し、相当の期間を定めてその支払いを請求したにもかかわらず支払いをしないとき

は、事業の全部又は一部の実行を一時中止することができる。この場合においては、請負者は、

その理由を明示した書面により、直ちにその旨を発注者に通知しなければならない。

２ 発注者は、前項の規定により請負者が事業の実行を一時中止した場合において、必要があると

認められるときは事業期間若しくは請負金額を変更し、又は請負者が事業の続行に備え事業現場

を維持し若しくは労働者、機械器具等を保持するための費用その他の事業実行の一時中止に伴う

増加費用を必要とし若しくは請負者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならな

い。

（契約不適合責任）

第45条 発注者は、引き渡された事業の目的物が種類、品質又は数量に関して契約の内容に適合し

ないもの（以下「契約不適合」という。）であるときは、請負者に対し、目的物の修補又は代替物

の引渡しによる履行の追完を請求することができる。ただし、その履行の追完に過分の費用を要

するときは、発注者は履行の追完を請求することはできない。

２ 前項の場合において、請負者は、発注者に不相当な負担を課するものでないときは、発注者が

請求した方法と異なる方法による履行の追完をすることができる。

３ 第１項の場合において、発注者が相当の期間を定めて履行の追完の催告をし、その期間内に履

行の追完がないときは、発注者は、その不適合の程度に応じて代金の減額を請求することができ

る。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、催告をすることなく、直ちに代金の減額を

請求することができる。

(1) 履行の追完が不能であるとき。

(2) 請負者が履行の追完を拒絶する意思を明確に表示したとき。

(3) 事業の目的物の性質又は当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行しな

ければ契約をした目的を達することができない場合において、請負者が履行の追完をしないで

その時期を経過したとき。

(4) 前３号に掲げる場合のほか、発注者がこの項の規定による催告をしても履行の追完を受ける

見込みがないことが明らかであるとき。



（発注者の任意解除権）

第46条 発注者は、事業が完了するまでの間は、次条又は第48条の規定によるほか、必要があると

ときは、この契約を解除することができる。

２ 発注者は、前項の規定によりこの契約を解除した場合において、請負者に損害を及ぼしたとき

は、その損害を賠償しなければならない。

（発注者の催告による解除権）

第47条 発注者は、請負者が次の各号のいずれかに該当するときは、相当の期間を定めてその履行

の催告をし、その期間内に履行がないときは、この契約を解除することができる。ただし、その

期間を経過した時における債務の不履行がこの契約及び取引上の社会通念に照らして軽微である

ときは、この限りでない。

(1) 正当な理由なく、事業に着手すべき期日を過ぎても事業に着手しないとき。

(2) 事業期間内に事業が完了しないとき又は事業期間経過後相当の期間内に事業を完了する見込

みがないと認められるとき。

(3) 第10条第1項の現場代理人を設置しなかったとき。

(4) 正当な理由なく、第45条第１項の履行の追完がなされないとき。

(5) 前各号に掲げる場合のほか、この契約に違反したとき。

（発注者の催告によらない解除権）

第48条 発注者は、請負者が次の各号のいずれかに該当するときは、直ちにこの契約の解除をする

ことができる。

(1) 第５条第１項の規定に違反して請負金債権を譲渡したとき。

(2) 事業を完了させることができないことが明らかであるとき。

(3) 引き渡された事業の目的物に契約不適合がある場合において、その不適合が目的物を除却し

た上で再び事業を実施しなければ、契約の目的を達成することができないものであるとき。

(4) 請負者がこの契約の事業の完了の債務の履行を拒絶する意思を明確に表示したとき。

(5) 請負者の債務の一部の履行が不能である場合又は請負者がその債務の一部の履行を拒絶する

意思を明確に表示した場合において、残存する部分のみでは契約をした目的を達することがで

きないとき。

(6) 契約の目的物の性質や当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行しなけ

れば契約をした目的を達することができない場合において、請負者が履行をしないでその時期

を経過したとき。

(7) 前各号に掲げる場合のほか、請負者がその債務の履行をせず、発注者が前条の催告をしても

契約をした目的を達するのに足りる履行がされる見込みがないことが明らかであるとき。

(8) 暴力団（暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第77号）第２条第

２号に規定する暴力団をいう。以下この条において同じ。）又は暴力団員（暴力団員による不当

な行為の防止等に関する法律第２条第６号に規定する暴力団員をいう。以下この条において同

じ。）が経営に実質的に関与していると認められる者に請負金債権を譲渡したとき。

(9) 第51条又は第52条の規定によらないでこの契約の解除を申し出たとき。

(10) 請負者（請負者が共同事業体であるときは、その構成員のいずれかの者。以下この号におい

て同じ。）が次のいずれかに該当するとき。

イ 役員等（請負者が個人である場合にはその者を、請負者が法人である場合にはその役員又

はその支店若しくは常時事業の請負契約を締結する事務所の代表者をいう。以下この号にお

いて同じ。）が暴力団員であると認められるとき。

ロ 暴力団又は暴力団員が経営に実質的に関与していると認められるとき。



ハ 役員等が自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目

的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしたと認められるとき。

ニ 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的

あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与していると認められるとき。

ホ 役員等が暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有していると認められると

き。

ヘ 下請契約又は資材、原材料の購入契約その他の契約に当たり、その相手方がイからホまで

のいずれかに該当することを知りながら、当該者と契約を締結したと認められるとき。

ト 請負者が、イからホまでのいずれかに該当する者を下請契約又は資材、原材料の購入契約

その他の契約の相手方としていた場合（へに該当する場合を除く。）に、発注者が請負者に対

して当該契約の解除を求め、請負者がこれに従わなかったとき。

(11) この契約に関し、公正取引委員会が、請負者又は請負者の代理人に対して私的独占の禁止及

び公正取引の確保に関する法律（昭和22年法律第54号。以下「独占禁止法」という。）第７条若

しくは第８条の２（同法第８条第１号又は第２号に該当する行為の場合に限る。）の規定による

排除措置命令を行ったとき、同法第７条の２第１項（同法第８条の３において読み替えて準用

する場合を含む。）の規定による課徴金納付命令を行ったとき又は同法第７条の４第７項若しく

は第７条の７第３項の規定による課徴金の納付を命じない旨の通知を行ったとき。

(12) この契約に関し、請負者又は請負者の代理人（請負者又は請負者の代理人が法人にあっては、

その役員又は使用人を含む。）が刑法（明治40年法律第45号）第96条の６若しくは第198条又は

独占禁止法第89条第１項若しくは第95条第１項第１号の規定による刑の容疑により公訴を提起

されたとき。

(13) 第11号及び前号に掲げる場合のほか、この契約について、不正行為をしたとき。

(14) 請負者が自ら又は第三者を利用して次のいずれかに該当する行為をしたとき。

イ 暴力的な要求行為

ロ 法的な責任を超えた不当な要求行為

ハ 取引に関して脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為

ニ 偽計又は威力を用いて契約担当官等の業務を妨害する行為

ホ その他前各号に準ずる行為

２ 請負者は、この契約に関して請負者又は請負者の代理人が前項第11号又は第12号に該当した場

合には、速やかに、当該処分等に係る関係書類を発注者に提出しなければならない。

（発注者の責めに帰すべき事由による場合の解除の制限）

第49条 第47条各号又は前条第１項各号に定める場合が発注者の責めに帰すべき事由によるもので

あるときは、発注者は、前２条の規定による契約の解除をすることができない。

（公共工事履行保証証券による保証の請求）

第50条 第４条第１項の規定によりこの契約による債務の履行を保証する公共工事履行保証証券に

よる保証が付された場合において、請負者が第47条各号又は第48条第１項各号のいずれかに該当

するときは、発注者は、当該公共工事履行保証証券の規定に基づき、保証人に対して、他の事業

者を選定し、事業を完了させるよう請求することができる。

２ 請負者は、前項の規定により保証人が選定し発注者が適当と認めた事業者（以下この条におい

て「代替履行業者」という。）から発注者に対して、この契約に基づく次の各号に定める請負者の

権利及び義務を承継する旨の通知が行われた場合には、代替履行業者に対して当該権利及び義務

を承継させる。

(1) 請負金債権（前払金若しくは中間前払金、部分払金又は部分引渡しに係る請負金として請負



者に既に支払われたものを除く。）

(2) 事業完了債務

(3) 契約不適合を担保する債務（請負者が実行した出来形部分の契約不適合に係るものを除く。）

(4) 解除権

(5) その他この契約に係る一切の権利及び義務（第29条の規定により請負者が実施した事業に関

して生じた第三者への損害賠償債務を除く。）

３ 発注者は、前項の通知を代替履行業者から受けた場合には、代替履行業者が同項各号に規定す

る請負者の権利及び義務を承継することを承諾する。

４ 第１項の規定による発注者の請求があった場合において、当該公共工事履行保証証券の規定に

基づき、保証人から保証金が支払われたときには、この契約に基づいて発注者に対して請負者が

負担する損害賠償債務その他の費用の負担に係る債務（当該保証金の支払われた後に生じる違約

金等を含む。）は、当該保証金の額を限度として、消滅する。

（請負者の催告による解除権）

第51条 請負者は、発注者がこの契約に違反したときは、相当の期間を定めてその履行の催告をし、

その期間内に履行がないときは、この契約を解除することができる。ただし、その期間を経過し

た時における債務の不履行がこの契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この

限りでない。

（請負者の催告によらない解除権）

第52条 請負者は、次の各号のいずれかに該当するときは、直ちにこの契約を解除することができ

る。

(1) 第19条の規定により設計図書を変更したため請負金額が３分の２以上減少したとき。

(2) 第20条の規定による事業の全部の中止期間が事業期間の10分の５（事業期間の10分の５が６

月を超えるときは、６月）を超えたとき。ただし、中止が事業の一部のみの場合は、その一部

を除いた他の部分の事業が完了した後３月を経過しても、なおその中止が解除されないとき。

（請負者の責めに帰すべき事由による場合の解除の制限）

第53条 第51条及び前条各号に定める場合が請負者の責めに帰すべき事由によるものであるときは、

請負者は、前２条の規定による契約の解除をすることができない。

（解除に伴う措置）

第54条 発注者は、この契約が事業の完了前に解除された場合においては、出来形部分を検査の上、

当該検査に合格した部分及び当該検査部分に使用した設計図書に基づく事業に使用する材料並び

に事業現場に搬入済みの設計図書に基づく事業に使用する材料（第13条第２項の規定に基づき監

督職員の検査を要するものにあっては当該検査に合格したものに限る。）の引渡しを受けるものと

し、当該引渡しを受けたときは、当該引渡しを受けた出来形部分に相応する請負金を、請負者に

支払わなければならない。この場合において、発注者は、必要があると認められるときは、その

理由を請負者に通知して、出来形部分を 小限度破壊して検査することができる。

２ 前項の場合において、検査又は復旧に直接要する費用は、請負者の負担とする。

３ 第１項の場合において、第35条（第41条において準用する場合も含む。）の規定による前払金又

は中間前払金があったときは、当該前払金の額及び中間前払金の額（第38条及び第42条の規定に

よる部分払をしているときは、その部分払において償却した前払金及び中間前払金の額を控除し

た額）を同項前段の出来形部分に相応する請負金額から控除する。この場合において、受領済み

の前払金額及び中間前払金額になお余剰があるときは、請負者は、解除が第47条、第48条又は次



条第３項の規定によるときにあっては、その余剰額に前払金又は中間前払金の支払いの日から返

還の日までの日数に応じ国の債権の管理等に関する法律施行令第29条第１項に規定する財務大臣

の定める率の割合で計算した額の利息を付した額を、解除が第46条、第51条又は第52条の規定に

よるときにあっては、その余剰額を発注者に返還しなければならない。

４ 請負者は、この契約が事業の完了前に解除された場合において、支給材料があるときは、第１

項の出来形部分の検査に合格した部分に使用されているものを除き、発注者に返還しなければな

らない。この場合において、当該支給材料が請負者の故意若しくは過失により滅失若しくはき損

したとき、又は出来形部分の検査に合格しなかった部分に使用されているときは、代品を納め、

若しくは原状に復して返還し、又は返還に代えてその損害を賠償しなければならない。

５ 請負者は、この契約が事業の完了前に解除された場合において、貸与品があるときは、当該貸

与品を発注者に返還しなければならない。この場合において、当該貸与品が請負者の故意又は過

失により滅失又はき損したときは、代品を納め、若しくは原状に復して返還し、又は返還に代え

てその損害を賠償しなければならない。

６ 請負者は、この契約が事業の完了前に解除された場合において、事業用地等に請負者が所有又

は管理する事業に使用する材料、機械器具、仮設物その他の物件（下請負人の所有又は管理する

物件を含む。以下本条において同じ。）があるときは、請負者は、当該物件を撤去するとともに、

事業用地等を修復し、取り片付けて、発注者に明け渡さなければならない。

７ 前項の場合において、請負者が正当な理由なく、相当の期間内に当該物件を撤去せず、又は事

業用地等の修復若しくは取片付けを行わないときは、発注者は、請負者に代わって当該物件を処

分し、事業用地等の修復若しくは取片付けを行うことができる。この場合においては、請負者は、

発注者の処分又は修復若しくは取片付けについて異議を申し出ることができず、また、発注者の

処分又は修復若しくは取片付けに要した費用を負担しなければならない。

８ 第４項前段及び第５項前段に規定する請負者のがとるべき措置の期限、方法等については、こ

の契約の解除が第47条、第48条第１項又は次条第３項の規定によるときは発注者が定め、第46条

第１項、第51条又は第52条の規定によるときは請負者が発注者の意見を聴いて定めるものとし、

第４項後段、第５項後段及び第６項に規定する請負者のとるべき措置の期限、方法等については、

発注者が請負者の意見を聴いて定めるものとする。

９ 事業の完了後にこの契約が解除された場合は、解除に伴い生じる事項の処理については発注者

及び請負者が民法の規定に従って協議して決める。

（発注者の損害賠償請求等）

第55条 発注者は、請負者が次の各号のいずれかに該当するときは、これによって生じた損害の賠

償を請求することができる。

(1) 事業期間内に事業を完了することができないとき。

(2) この事業の目的物に契約不適合があるとき。

(3) 第47条又は第48条の規定により、事業の完了後にこの契約が解除されたとき。

(4) 前３号に掲げる場合のほか、債務の本旨に従った履行をしないとき又は債務の履行が不能で

あるとき。

２ 次の各号のいずれかに該当するときは、前項の損害賠償に代えて、請負者は、請負金額の10分

の１に相当する額を違約金として発注者の指定する期間内に支払わなければならない。

(1) 第47条又は第48条の規定により事業の完了前にこの契約が解除されたとき。

(2) 事業の完了前に、請負者がその債務の履行を拒否し、又は請負者の責めに帰すべき事由によ

って請負者の債務について履行不能となったとき。

３ 次の各号に掲げる者がこの契約を解除した場合は、前項第２号に該当する場合とみなす。

(1) 請負者について破産手続開始の決定があった場合において、破産法（平成16年法律第75号）



の規定により選任された破産管財人

(2) 請負者について更生手続開始の決定があった場合において、会社更生法（平成14年法律第154

号）の規定により選任された管財人

(3) 請負者について再生手続開始の決定があった場合において、民事再生法（平成11年法律第225

号）の規定により選任された再生債務者等

４ 第１項各号又は第２項各号に定める場合（前項の規定により第２項第２号に該当する場合とみ

なされる場合を除く。）がこの契約及び取引上の社会通念に照らして請負者の責めに帰することが

できない事由によるものであるときは、第１項及び第２項の規定は適用しない。

５ 第１項第１号の場合においては、発注者は、請負金額から出来形部分に相応する請負金額を控

除した額につき、遅延日数に応じ、国の債権の管理等に関する法律施行令第29条第１項に規定す

る財務大臣の定める率の割合で計算した額の遅延利息の支払いを請負者に請求することができる

ものとする。

６ 第２項の場合（第48条第８号及び第10号の規定により、この契約が解除された場合を除く。）に

おいて、第４条の規定により契約保証金の納付又はこれに代わる担保の提供が行われているとき

は、発注者は、当該契約保証金又は担保をもって同項の違約金に充当することができる。

（談合等不正行為があった場合の違約金等）

第56条 請負者（共同事業体にあっては、その構成員を含む。）が次のいずれかに該当するときは、

請負者は、発注者の請求に基づき、請負金額（契約締結後請負金額の変更があった場合には、変

更後の請負金額）の10分の１に相当する額を違約金として、発注者の指定する期間内に支払わな

ければならない。この場合、発注者は、請負者に対して書面により請求するものとする。

(1) この契約に関し、請負者又は請負者の代理人が、独占禁止法第３条の規定に違反し、又は請負

者が構成事業者である事業者団体（以下「請負者等」という。）が同法第８条第１号の規定に違反

したことにより、公正取引委員会が請負者又は請負者の代理人に対し、同法第７条の２第１項（同

法第８条の３において準用する場合を含む。）の規定に基づく課徴金の納付命令（以下「納付命令」

という。）を行い、当該納付命令が確定したとき（確定した当該納付命令が同法第63条第２項の規

定により取り消された場合を含む。以下この条において同じ。）。

(2) この契約に関し、請負者又は請負者の代理人に、納付命令又は独占禁止法第７条若しくは第８

条の２の規定に基づく排除措置命令（これらの命令が請負者等に対して行われたときは、請負者

等に対する命令で確定したものをいい、請負者等に対して行われていないときは、各名宛人に対

する命令の全てが確定した場合における当該命令をいう。次号及び次項第２号において同じ。）に

おいて、この契約に関し、同法第３条又は第８条第１号の規定に違反する行為の実行としての事

業活動があったとされたとき。

(3) この契約に関し、前号に規定する納付命令又は排除措置命令により、請負者等に独占禁止法第

３条又は第８条第１号の規定に違反する行為があったとされた期間及び当該違反する行為の対象

となった取引分野が示された場合において、この契約が、当該機関（これらの命令に係る事件に

ついて、公正取引委員会が請負者又は請負者の代理人に対し、納付命令を行い、これが確定した

ときは、当該納付命令における課徴金の計算の基礎である当該違反する行為の実行期間を除く。）

に入札（見積書の提出を含む。）が行われたものであり、かつ、当該取引分野に該当するものであ

るとき。

(4) この契約に関し、請負者又は請負者の代理人（請負者又は請負者の代理人が法人にあっては、

その役員又は使用人を含む。次項第２号において同じ。）の刑法第96条の６若しくは第198条又は

独占禁止法第89条第１項若しくは第95条第１項第１号に規定する刑が確定したとき。

(5) この契約に関し、公正取引委員会が、請負者又は請負者の代理人に対して独占禁止法第７条の

４第７項又は第７条の７第３項の規定による課徴金の納付を命じない旨の通知を行ったとき。



２ この契約に関し、前項第４号に規定する場合に該当し、かつ、次の各号に掲げる場合のいずれ

かに該当したときは、請負者は、発注者の請求に基づき、前項に規定する請負金額の10分の１に

相当する額のほか、請負金額の100分の５に相当する額を違約金として発注者の指定する期間内に

支払わなければならない。

(1) 前項第１号に規定する確定した納付命令における課徴金について、独占禁止法第７条の３第２

項又は第３項の規定の適用があるとき。

(2) 前項第２号に規定する納付命令若しくは排除措置命令又は同項第４号に規定する刑に係る確定

判決において、請負者又は請負者の代理人が違反行為の首謀者であることが明らかになったとき。

(3) 請負者が発注者に対し、独占禁止法等に抵触する行為を行っていない旨の誓約書を提出してい

るとき。

３ 請負者が前２項の違約金を発注者の指定する期間内に支払わないときは、請負者は、当該期間

を経過した日から支払いをする日までの日数に応じ、国の債権の管理等に関する法律施行令第29

条第１項に規定する財務大臣の定める率の割合で計算した額の遅延利息を発注者に支払わなけれ

ばならない。

４ 請負者は、契約の履行を理由として、第１項及び第２項の違約金を免れることができない。

５ 第１項及び第２項の規定は、発注者に生じた実際の損害の額が違約金の額を超過する場合にお

いて、発注者がその超過分の損害につき賠償を請求することを妨げない。

（請負者の損害賠償請求等）

第57条 請負者は、発注者が次の各号のいずれかに該当する場合はこれによって生じた損害の賠償

を請 求することができる。ただし、当該各号に定める場合がこの契約及び取引上の社会通念に照

らして発注者の責めに帰することができない事由によるものであるときは、この限りでない。

(1) 第51条又は第52条の規定によりこの契約が解除されたとき。

(2) 前号に掲げる場合のほか、債務の本旨に従った履行をしないとき又は債務の履行が不能である

とき。

２ 第33条第２項（第39条において準用する場合を含む。）の規定による請負金の支払いが遅れた場

合においては、請負者は、未受領金額につき、遅延日数に応じ、政府契約の支払遅延防止等に関

する法律（昭和24年法律第256号）第８条の規定により財務大臣の定める率の割合で計算した額の

遅延利息の支払いを発注者に請求することができる。

（契約不適合責任期間）

第58条 発注者は、引き渡された事業の目的物に関し、第32条第７項（第39条においてこの規定を

準用する場合を含む。）の規定に基づく引渡し（以下この条において単に「引渡し」という。）を

受けた日から１年以内でなければ、契約不適合を理由とした履行の追完の請求、損害賠償の請求、

代金の減額の請求又は契約の解除（以下この条において「請求等」という。）をすることができな

い。

２ 前項の請求等は、具体的な契約不適合の内容、請求する損害額の算定の根拠等当該請求等の根

拠を示して、発注者の契約不適合責任を問う意思を明確に告げることで行う。

３ 発注者が第１項に規定する契約不適合に係る請求等が可能な期間（以下この項において「契約

不適合責任期間」という。）の内に契約不適合を知り、その旨を請負者に通知した場合において、

発注者が通知から１年が経過する日までに前項に規定する方法による請求等をしたときは、契約

不適合責任期間の内に請求等をしたものとみなす。

４ 発注者が第１項の請求等を行ったときは、当該請求等の根拠となる契約不適合に関し、民法の

消滅時効の範囲で、当該請求等以外に必要と認められる請求等をすることができる。

５ 前各項の規定は、契約不適合が請負者の故意又は重過失により生じたものであるときには適用



せず、契約不適合に関する請負者の責任については、民法の定めるところによる。

６ 発注者は、事業の目的物の引渡しの際に契約不適合があることを知ったときは、第１項の規定

にかかわらず、その旨を直ちに請負者に通知しなければ、当該契約不適合に関する請求等をする

ことはできない。ただし、請負者がその契約不適合があることを知っていたときは、この限りで

ない。

７ 引き渡された事業の目的物の契約不適合が支給材料の性質又は発注者若しくは監督職員の指図

により生じたものであるときは、発注者は当該契約不適合を理由として、請求等をすることがで

きない。ただし、請負者がその材料又は指図の不適当であることを知りながらこれを通知しなか

ったときは、この限りではない。

（火災保険等）

第59条 請負者は、事業に使用する材料（支給材料を含む。以下この条において同じ。）等を設計図

書に定めるところにより火災保険その他の保険（これに準ずるものを含む。以下この条において

同じ。）に付さなければならない。

２ 請負者は、前項の規定により契約を締結したときは、その証券又はこれに代わるものを直ちに

発注者に提示しなければならない。

３ 請負者は、事業に使用する材料等を第１項の規定による保険以外の保険に付したときは、直ち

にその旨を発注者に通知しなければならない。

（あっせん又は調停）

第60条 この約款の各条項において発注者と請負者とが協議して定めるものにつき協議が整わなか

ったときに発注者が定めたものに請負者が不服がある場合その他この契約に関して発注者と請負

者との間に紛争を生じた場合には、第三者のあっせん又は調停により解決を図る。

２ 現場代理人の職務の執行に関する紛争その他請負者が事業を実行するために使用している下請

負人、労働者等の事業の実行又は管理に関する紛争及び監督職員の職務の執行に関する紛争につ

いては、第12条第３項の規定により請負者が決定を行った後若しくは同条第５項の規定により発

注者が決定を行った後、又は発注者若しくは請負者が決定を行わずに同条第３項若しくは第５項

の期間が経過した後でなければ、発注者及び請負者は前項のあっせん又は調停を請求することが

できない。

３ 第１項のあっせん又は調停の方法は、請負者の意見を聴いた上で発注者が決定するものとする。

（情報通信の技術を利用する方法）

第61条 この約款において書面により行わなければならないこととされている催告、請求、通知、

提出、報告、申出、承諾、解除及び指示は、法令に違反しない限りにおいて、電子情報処理組織

を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法を用いて行うことができる。ただし、当

該方法は書面の交付に準ずるものでなければならない。

（国有林野等の損害）

第62条 請負者は、請負者又は請負者の現場代理人若しくは請負者が雇用する労働者若しくは下請

負者が国有林野又は産物等に損害を加え、発注者が必要と認めるとき（この契約の他の条項によ

り対応する場合を除く。）は、発注者の指定した期間内にその損害を賠償し、又は原状に復さなけ

ればならない。

（契約外の事項）

第63条 この約款に定めのない事項については、必要に応じて発注者と請負者とが協議して定める。



造林事業請負標準仕様書

第１章 総 則

（適用範囲）

第１条 この標準仕様書は森林管理局、森林管理署、森林管理署支署及び森林管理事務所が実

施する造林事業請負に適用する。

２．この標準仕様書は、造林事業請負の実行に関する一般的事項を示すものであり、個々の事

業に関し特別必要な事項については、別に定める各森林管理局長が定める仕様書(以下｢森林

管理局仕様書｣という。)及び特記仕様書によるものとする。

３．契約図書、図面、森林管理局仕様書及び特記仕様書に記載された事項は、この標準仕標書

に優先するものとする。

４．設計図書に関して疑義の生じた場合は、監督職員と協議の上、事業を実行するものとする。

５．請負者は、信義に従って誠実に事業を履行し、かつ事業実行の細部については監督職員の

指示に従わなければならない。また、監督職員の指示がない限り事業を継続しなければなら

ない。ただし、国有林野事業造林事業請負契約約款（以下「請負契約約款」という。）第27条

に定める内容の措置等を行う場合は、この限りではない。

６．この標準仕様書において書面により行わなければならないとされているものは、法令に違

反しない限りにおいて、電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用す

る方法を用いて行うことができるものとする。ただし、当該方法は書面の交付に準ずるもの

でなければならない。

（用語の定義）

第２条 この標準仕様書において、各条項に掲げる用語は、次の定義によるものとする。

(1) 監督職員とは、現場監督業務を担当し、請負者に対し必要な指示、協議承諾、契約図書

に基づく事業進捗状況の管理、立会い、事業実行状況の検査等を行う者をいう。

(2) 契約図書とは、契約書、請負契約約款及び設計図書をいう。

(3) 設計図書とは、標準仕様書、森林管理局仕様書、特記仕様書、図面、現場説明書及び現

場説明に対する質問回答書をいう。

(4) 仕様書とは、本標準仕様書、森林管理局仕様書及び特記仕様書を総称していう。

(5) 標準仕様書とは、造林事業請負の実行に関する一般的事項を示したものである。

(6) 森林管理局仕様書とは、各森林管理局長が各作業の具体的な実行方法の基準等を示した

ものである。

(7) 特記仕様書とは、個々の事業における固有の技術的要求、特別な事項等を定めたもので

ある。

(8) 質問回答書とは、現場説明書及び現場説明に関する入札参加者からの質問書に対して発

注者が回答する書面をいう。

(9) 図面とは、入札に際して発注者が示した設計図、発注者から変更又は追加された設計図

別添２



及び設計図の基となる設計計算書等をいう。

(10)事業計画書とは、請負契約約款第３条の規定に基づくものをいう。

(11)作業計画書とは、労働安全衛生規則（昭和47年労働省令第32号）等に基づき、事業者が

事業を安全に行うため、あらかじめ作業の場所や使用する機械等の状況を確認した上で定

める計画書をいう。

(12)指示とは、監督職員が請負者に対し、事業実行上必要な事項について示し、実施させる

ことをいう。

(13)承諾とは、契約図書で明示した事項について、発注者又は監督職員と請負者が書面によ

り同意することをいう。

(14)報告とは、請負者が監督職員に対し、事業の状況又は結果について知らせることをいう。

(15)連絡とは、監督職員が請負者に対し、又は請負者が監督職員に対し、事業実行に関する

事項について知らせることをいう。

(16)書面とは、手書き、印刷等の伝達物をいい、作成年月日が記載されたものを有効とする。

(17)立会いとは、契約図書に示された項目において、監督職員が臨場し、内容を確認するこ

とをいう。

(18)検査とは、監督職員が事業の実行に関して、設計図書に基づき出来形、材料、規格、仕

上がり状況等についての確認をいう。

(19)完了検査とは、検査職員が請負契約約款に基づいて給付の完了の確認をいう。

(20)検査職員とは、請負契約約款の規定に基づき、完了検査、指定部分完了検査及び請負契

約約款第38条に基づく部分検査を行うために発注者が定めた者をいう。

(21)確認とは、事業の実行に関して請負者の通知又は申し出に基づき監督職員がその事実を

認定することをいう。

(22)同等以上の品質とは、設計図書に指定がない場合にあっては、監督職員が承諾する試験

機関の保障する品質の確認を得た品質又は監督職員の承諾した品質をいう。

(23)事業期間とは、契約図書に明示した事業を実行するために要する準備及び跡片付け期間

を含めた始期日から終期日までの期間をいう。

(24)事業着手とは、始期日以降に実際の事業のための準備作業（現場事務所等の建設又は測

量を開始することをいう。）に着手することをいう。

(25)現場とは、事業を実行する場所、事業の実行に必要な場所及び設計図書で明確に指定さ

れる場所をいう。

(26)提出とは、監督職員が請負者に対し、又は請負者が監督職員に対し事業に係わる書面又

はその他の資料を説明し、差し出すことをいう。

(27)協議とは、契約図書の協議事項について、発注者若しくは監督職員と請負者が対等の立

場で合議することをいう。

（監督職員の指示等）

第３条 監督職員は、請負契約約款第９条第２項に規定に基づく権限の行使に当たり、請負者

に口頭により指示若しくは了承したとき又は請負者から口頭により報告若しくは連絡を受け

たときは、監督日誌等にその内容を記載しておくものとする。

２．請負者は、監督職員から口頭で指示を受けたとき若しくは了承を得たとき又は監督職員に

口頭で報告若しくは連絡したときは、その内容を書面に記載しておくものとする。



３．監督職員及び請負者は、前２項に基づき記載した連絡及び指示等について、後日その書面

に記載したものを双方で突き合わせるものとする。

（事業現場の管理）

第４条 請負者は、常に事業の安全に留意して現場管理を行い、災害の防止に努めなければな

らない。

２．請負者は、事業実行中監督職員及び道路管理者等の許可なくして流水及び水陸交通の妨害

となるような行為又は公衆に迷惑を及ぼすなどの事業方法の採用をしてはならない。

３．請負者は、事業現場及びその周辺にある地上地下の既設物に対し、支障を及ぼさないよう

必要な措置を講じなければならない。

４．請負者は、豪雨、出水、土石流その他の天災に対しては、平素から気象情報等について十

分注意を払い、常にこれに対処できる準備をしておかなければならない。

５．請負者は、火薬、油類等の危険物を使用する場合には、その保管及び取扱いについて関係

法令の定めるところに従い、万全の対策を講じなければならない。

６．請負者は、事業現場が危険なため、一般の立入りを禁止する必要がある場合は、その区域

に適当な柵等を設け、また、立入禁止の標示をする等十分な規制措置を講じなければならな

い。

７．請負者は、事業現場には一般通行人が見やすい場所に事業名、事業期間、事業主体名、請

負者の氏名、連絡先及び電話番号、現場責任者氏名等を記入した標示板等を設置しなければ

ならない。

８．請負者は、事業の実施に影響を及ぼす事故、人身事故、若しくは第三者に危害を及ぼす事

故が発生した場合又はそれらの徴候を発見した場合は、応急の措置を講ずるとともに、速や

かに監督職員に報告しなければならない。

９．請負者は、事業現場及びその周辺の産物等の保全と火災の予防について万全の措置を講ず

るものとし、事業実行に伴って発生した雑木、草等を野焼きしてはならない。また、作業員

等の喫煙場所を指定し、指定場所以外での火気の使用を禁止しなければならない。

（事業中の安全確保）

第５条 請負者は、安全に関する諸法令通達等を遵守し、常に作業の安全に留意して現場管理

を行い、災害の防止を図らなければならない。

２．請負者は、使用する林業機械等の選定、仕様等については、設計図書により林業機械等が

指定されている場合には、これに適合した林業機械等を使用しなければならない。ただし、

より条件に合った機械がある場合には、監督職員の承諾を得て、それを使用することができ

る。

３．請負者は、事業期間中、安全巡視を行い、事業区域及びその周辺の監視並びに関係者との

連絡を行い、安全を確保しなければならない。

４．請負者は、作業環境等の改善を行い、快適な職場を形成するとともに、地域との積極的な

コミュニケーション及び現場周辺の美装化に努めるものとする。

５．請負者は、安全・訓練等について、次の各号の内容を含む安全に関する研修・訓練等を計

画的に実施しなければならない。なお、事業計画書に当該事業内容に応じた安全・訓練等の

具体的な計画を作成し、発注者に提出するとともに、その実施状況については、日誌等に記



録した資料を整備・保管し、監督職員の請求があった場合は直ちに提示するとともに、検査

時に提出しなければならない。

(1) 当該事業内容等の周知徹底

(2) 安全作業の周知徹底

(3) 当該現場で予想される事故対策

(4) 当該事業における災害対策訓練

(5) その他、安全・訓練等として必要な事項

６．請負者は、所轄警察署、道路管理者、労働基準監督署等の関係者及び関係機関と緊密な連

絡を取り、事業中の安全を確保しなければならない。

７．請負者は、事業現場が隣接している場合又は同一場所において別途造林事業若しくは製品

生産事業若しくは工事がある場合は、請負業者間の安全な事業実施に関する緊密な情報交換

を行うとともに、非常時における臨機の措置を定める等の調整を行うものとする。

８．請負者は、事業中における安全の確保をすべてに優先させ、労働安全衛生法等関連法令に

基づく措置を常に講じておくものとする。特に林業機械等の運転等については、関係法令に

基づいて適切な措置を講じておかなければならない。

９．請負者は、事業計画の立案に当たっては、既往の気象記録及び洪水記録並びに地形等現地

の状況を勘案し、防災対策を考慮の上実行方法及び実行時期を決定しなければならない。特

に梅雨、台風等の出水期の実行にあたっては、実行方法及び事業の進捗について十分に配慮

しなければならない。

10．請負者は、労働安全衛生規則等に基づき、作業計画書を作成し、事業着手前までに発注者

に提出しなければならない。また、請負者は、作業計画書の内容に変更が生じた場合には、

その都度当該作業着手前に変更する事項について変更作業計画書を提出しなければならない。

（事業計画書）

第６条 請負者は、事業着手前に当該事業の目的を達するために必要な手順や実行方法等につ

いて、事業計画書を発注者に提出しなければならない。

請負者は、事業計画書を遵守し事業を実行しなければならない。

この場合、請負者は、事業計画書に次の事項について記載するとともに、雨天又は荒天時

等に配慮したものとしなければならない。

また、発注者がその他の項目について補足を求めた場合には、追記するものとする。

なお、請負者は、事業期間が短い場合等の簡易な事業においては、発注者の承諾を得て記

載内容の一部を省略することができる。

(1) 事業概要

(2) 事業工程表

(3) 現場組織表（「現場代理人その他技術者の有資格者表」及び「労働者の社会保険等加入状

況一覧表」を併せて作成する。また、下請負がある場合は、各下請負者の実行の分担関係

を体系的に示すものとする。）

(4) 機械使用計画

(5) 材料納入計画

(6) 安全管理計画

(7) 緊急時の体制及び対応



(8) その他

２．請負者は、事業計画書の内容に変更が生じた場合には、その都度当該事業に着手する前に、

変更に関する事項について、変更計画書を提出しなければならない。

３．監督職員が指示した事項については、請負者は、更に詳細な事業計画書を提出しなければ

ならない。

（支給材料及び貸与品）

第７条 請負者は、支給材料の提供を受けた場合には、その受払い状況を記録した帳簿を備え

付け、常にその残高を明らかにしておかなければならない。

２．請負者は、事業完了時には、不用となった支給材料及び貸与品は、速やかに監督職員の指

示する場所で、支給材料等返納明細書を添えて返還しなければならない。

３．請負者は、機械器具等の貸与品については、機械器具等貸与申請書を提出して借り受け、

借受物品返還書を添えて返還しなければならない。

（事業現場発生品）

第８条 請負者は、事業の実行によって現場発生品が生じた場合は、監督職員に報告し指示を

受けなければならない。

（事業区域）

第９条 請負者は、事業の実行に先立ち、あらかじめ事業区域の周囲等を踏査し、必要に応じ

測量を実施しなければならない。

２．請負者は、測量標、基準標、用地境界杭等については、位置及び高さが変動しないように

適切に保存するものとし、原則として移設してはならない。

ただし、やむを得ない事情によりこれを存置することが困難な場合は、監督職員の承諾を

得て移設することができる。

（事業実行中の環境への配慮）

第１０条 請負者は、事業の実行に当たっては、現場及び現場周辺の自然環境、景観等の保全

に十分配慮するとともに、自然環境、景観等が著しく阻害される恐れのある場合及び監督職

員が指示した場合には、あらかじめ対策を立て、その内容を監督職員に提出しなければなら

ない。

２．請負者は、関連法令並びに仕様書の規定を遵守の上、騒音、振動、大気汚染、水質汚濁等

の問題については、事業計画及び事業の実行の各段階において十分に検討し、周辺地域の環

境保全に努めなければならない。

３．請負者は、環境への影響が予知され又は発生した場合は、直ちに監督職員に報告し、監督

職員の指示があればそれに従わなければならない。

（官公庁等への手続）

第１１条 請負者は、事業期間中、関係官公庁その他の関係機関との連絡を保たなければなら

ない。

２．請負者は、事業実行に当たり請負者の行うべき関係官公庁その他の関係機関への届出等を、



法令、条例又は設計図書の定めにより実施しなければならない。ただし、これにより難い場

合は、監督職員の指示を受けなければならない。

３．請負者は、前項に規定する届出等の実施に当たっては、その内容を記載した文書により事

前に監督職員に報告しなければならない。

（諸法規の遵守）

第１２条 請負者は、関係法令及び事業実行に関する諸法規を遵守し、事業の円滑な進捗を図

るとともに、関係法令等の適用は、請負者の負担と責任において行わなければならない。

（実行管理）

第１３条 請負者は、事業実行中は、別添「造林事業請負実行管理基準」により次に掲げる実

行管理を行い、事業終了後その記録を監督職員に提出しなければならない。ただし、事業の

種類、規模、実行条件等により、この基準により難い場合は、別に定める特記仕様書又は監

督職員の指示により他の方法によることができるものとする。

(1) 事業進捗状況の管理

(2) 出来形の管理（監督職員が指示した作業種に限る。）

(3) 実行記録写真の整理

２．複数年にわたる契約においては、前項の規定中「事業終了後」とあるのは「当該年度にお

ける 終の部分完了届の提出の際又は事業終了後」とする

３．前２項の規定にかかわらず、発注者は必要に応じて、請負者に対しこの契約による事業の

実行状況等について報告を求めることができるものとする。

（交通安全管理）

第１４条 請負者は、事業用運搬路として公衆に供する道路を使用するときは、積載物の落下

等により路面を損傷し、あるいは汚損することのないようにするとともに、特に第三者に損

害を与えないようにしなければならない。なお、第三者に損害を及ぼした場合は、請負契約

約款第29条によるものとする。

２．請負者は、事業用車両による事業用資材、機械等の輸送を伴う事業については、関係機関

と打合せを行い、交通安全に関する担当者、輸送経路、輸送期間、輸送方法、輸送担当業者、

交通誘導員の配置、標識安全施設等の設置場所その他安全輸送上の事項について計画をたて、

災害の防止を図らなければならない。

３．請負者は、供用中の道路に係る事業の実行に当たっては、交通の安全について、監督職員、

道路管理者及び所轄警察署と打合せを行うとともに、十分な安全対策を講じなければならな

い。

４．請負者は、設計図書において指定された事業用道路を使用する場合は、設計図書の定めに

従い、事業用道路の維持管理及び補修を行うものとする。

５．請負者は、指定された事業用道路の使用開始前に当該道路の維持管理、補修及び使用方法

等が記載された計画書を監督職員に提出しなけれげならない。この場合において、請負者は、

所要の手続をとるものとし、発注者が特に指示する場合を除き、標識の設置その他必要な措

置を行わなければならない。

６．請負者は、発注者が事業用道路に指定するもの以外の事業用道路は、請負者の責任におい



て使用するものとする。

７．請負者は、他の請負者と事業用道路を共用する定めがある場合においては、その定めに従

うとともに、当該請負者と緊密に打合せ、相互の責任区分を明らかにして使用するものとす

る。

８．請負者は、公衆の交通が自由かつ安全に通行するのに支障となる場所に材料又は設備を保

管してはならない。また、毎日の作業終了時及び何らかの理由により作業を中断するときに

は、一般の交通に使用される路面からすべての設備その他の障害物を徴去しなくてはならな

い。

（事業中の検査又は確認）

第１５条 請負者は、設計図書に指定された事業中の検査又は確認のための監督職員の立会い

に当たっては、あらかじめ監督職員に連絡しなければならない。

２．監督職員は、事業が契約図書どおり行われているかどうかの確認をするために、必要に応

じ事業現場に立入り、立会い、又は資料の提出を請求できるものとし、請負者はこれに協力

しなければならない。

３．請負者は、監督職員による検査及び立会いに必要な準備、人員、資機材等の提供及び写真

その他資料の整備をするものとする。

４．監督職員による検査及び立会いの時間は、監督職員の勤務時間内とする。ただし、やむを

得ない理由があると監督職員が認めた場合はこの限りでない。

５．請負者は、請負契約約款第９条第２項第２号、第13条第２項又は第14条第１項の規定に基

づき、監督職員の立会いを受け、材料の検査）に合格した場合であっても、請負契約約款第1

7条及び第32条に規定する義務を免れないものとする。

（完了検査）

第１６条 完了検査、指定部分完了検査及び請負契約約款第38条第２項に基づく部分検査に当

たっては、現場代理人その他立会いを求められた事業関係者が必ず立ち会って行わなければ

ならない。

２．請負者は、完了検査のために必要な準備、人員、資機材等の提供及び写真その他資料を整

備するとともに、測量その他の措置については、検査職員の指示に従わなければならない。

（跡片付け）

第１７条 請負者は、事業地及びその周辺の保全、跡片付け及び清掃については、事業期間内

に完了しなければならない。

（文化財の保護）

第１８条 請負者は、事業の実行に当たって文化財の保護に十分注意し、現場作業者等に文化

財の重要性を十分認識させ、事業中に文化財を発見したときは直ちに事業を中止し、監督職

員に報告し、その指示に従わなければならない。

２．請負者が、事業の実行に当たり、文化財その他の埋蔵物を発見した場合は、発注者との契

約に係る事業に起因するものとみなし、発注者が、当該埋蔵物の発見者としての権利を保有

するものとする。



（調査・試験に対する協力）

第１９条 請負者は、発注者自ら又は発注者が指定する第三者が行う調査及び試験に対して、

監督職員の指示により協力しなければならない。

（事業の下請負）

第２０条 請負者は、下請負に付する場合には、次の各号に掲げる要件をすべて満たさなけれ

ばならない。

(1) 請負者が、事業の実行につき総合的に企画、指導及び調整するものであること

(2) 契約締結前には、下請負者が具体的に特定されていること。なお、事業実行中にやむを

得ない事由で新たに下請負に付する場合又は下請負者を変更する場合等は、事前に発注者

に協議すること

(3) 下請負者が作成した見積書の金額が、請負者が作成する積算内訳書に正しく反映されて

いること

(4) 下請負者が指名停止期間中でないこと

(5) 下請負者は、当該下請負の実行能力を有すること

(6) 現場代理人は、請負者が直接雇用する者であること

２ 請負者は、次の各号の書類を、下請負者から徴し、又は請負者が作成して、発注者に提出

しなければならない。

(1) 請負者が作成する積算内訳書及び下請負者が作成した見積書

(2) 下請負に充てる労働者について、労賃単価が 低賃金以上であることを証する賃金台帳

（下請負者が実質的に家族労働又はそれに類する場合であってこれらの書類が存在しない

か、作成ができない又は困難である場合は、代替となる書類であっても差し支えない。）

(3) 下請負に充てる労働者について、労働者災害補償保険、雇用保険、健康保険及び厚生年

金保険の賦課状況を示す各人別の一覧表

３ 請負者は、各下請負者の実行の分担関係を表示した体系図を事業関係者及び公衆が見やす

い場所に掲示しなければならない。

（事故報告書）

第２１条 請負者は、事業の実行中に事故が発生した場合には、直ちに監督職員に連絡すると

ともに、監督職員が指示する様式による事故報告書を、指示する期日までに、提出しなけれ

ばならない。

２．請負者は、労働災害が発生したときは、直ちに発注者に報告しなければならない。

（設計図書の取扱い）

第２２条 請負者からの要求があり、監督職員が必要と認めた場合、請負者に図面の原図を貸

与することができる。ただし、市販されている図面については、請負者が備えるものとする。

２．請負者は、契約の目的のために必要とする以外は、契約図面その他の図書を監督職員の承

諾なくして第三者に使用させ、又は伝達してはならない。

（周辺住民との調整）



第２３条 請負者は、事業の実行に当たり、地域住民との間に紛争が生じないように努めなけ

ればならない。

２．請負者は、地元関係者等から事業の実行に関して苦情があった場合において、請負者が対

応すべき場合は、誠意をもってその解決に当たらなければならない。

３．請負者は、事業の実行上必要な地方公共団体、地域住民等との交渉を、自らの責任におい

て行うものとする。この場合において、請負者は、交渉に先立ち監督職員に事前報告の上、

誠意をもって対応しなければならない。

４．請負者は、前項の交渉等の内容は、後日紛争とならないよう文書等により明確にしておく

とともに、状況を随時監督職員に報告し、指示があればそれに従うものとする。

第２章 材 料

（適用範囲）

第２４条 事業に使用する材料は、設計図書に示す品質及び規格によるものとする。

（材料の検査）

第２５条 請負者は、設計図書に基づき材料を納入した場合は、数量、品質及び規格について

検査し、その検査結果を野帳等に記録しておかなければならない。

２ 監督職員は、必要に応じ、前項の検査記録の提出を請負者に請求できるものとし、請負者

は、それに応じなければならない。

第３章 事業の実行

（一般）

第２６条 各作業の実行に当たっては、第１章及び前章によるもののほか、本章によらなけれ

ばならない。

２．具体的な実行方法及び本章にない事項については、森林管理局仕様書及び特記仕様書によ

らなければならない。

３．本仕様書に明示していない事項又は疑義を生じた取扱については、監督職員の指示を受け、

請負者はこれに従うものとする。

４．事業実行に当たっては、林地保全に配慮するとともに保残木や稚幼樹の保護に努めなけれ

ばならない。

５．事業実行に伴う支障木の発生は極力防止するものとし、止むを得ず発生する場合又は発生

のおそれがある場合は、監督職員に届け出てその指示を受けてから処理を行うものとする。

ただし、監督職員の指示を受ける前に人命の安全などのため緊急措置として止むを得ず伐

除する必要が生じた場合は、伐除後速やかに監督職員に報告しなければならない。

６．請負者は、事業上必要な諸施設の内容、設置箇所等については、監督職員の指示に従い、

所定の手続を経て実行するものとする。

７．事業実行に当たっては、諸法令及び諸通達に示す指導事項を遵守しなければならない。



８．事業地内の火災及び山火事防止については、万全の措置を講ずるとともに、不注意から失

火することのないようにしなければならない。

９．本事業終了に際しては、事業現場等の整理、清掃し、これに要する費用は請負者の負担と

する。

（地拵）

第２７条 請負者は、地拵は、地際から刈払いし、又は伐倒しなければならない。

２．請負者は、伐倒木・枝条等の整理については、特に定めや監督職員の指示がある場合を除

き、植栽の支障にならないようにし、また、滑落・移動しないようにしなければならない。

（植付）

第２８条 請負者は、苗木の運搬については、根をこも、むしろ等に包み、堀取から植付まで

の間、乾燥、損傷等に注意して活着不良とならないように処理しなければならない。

２．請負者は、苗木の運搬（携行）の際には必ず苗木袋を使用し、根は絶対に露出させてはな

らない。

３．請負者は、苗木の掘取り、荷作り等は、１日の植付け作業量等を考慮し、迅速に行わなけ

ればならない。

また、植付け後に苗木の衰弱が予想される場合は、監督職員と協議し、幹巻き等の保護処

置を講じなければならない。

４．請負者は、日光の直射が強い日及び強風の際は、なるべく植付を避けるものとし、やむを

得ず実施する場合は、苗木、植穴、覆土等の乾燥に十分注意しなければならない。

５．請負者は、植付のため植栽地に苗木を運搬するときは、１日の植付け可能本数を小運搬の

限度とし、植栽地付近に小運搬された苗木はただちに仮植を行い、乾燥を防ぐ措置をしなけ

ればならない。

６．請負者は、植付を、指定期間内に完了しなければならない。ただし、気象条件などにより

指定期間内に完了が困難になったときは、すみやかに監督職員に報告し、指示を得なければ

ならない。

７．請負者は、気象状況により乾燥が続き、植付後の活着が危ぶまれるときは、作業を中止し

て監督職員と協議しなければならない。

（仮植）

第２９条 請負者は、仮植地については、植栽予定地の近くに適澗地を選定し、事前に耕やし

ておかなければならない。

（下刈）

第３０条 請負者は、下刈に当たっては、笹、雑草、灌木、つる類等植栽木の成育に支障とな

る地被物を地際から刈り払わなければならない。

２．請負者は、刈り払い物については、植栽木を覆わないよう、植栽木の列間に存置しなけれ

ばならない。

３．請負者は、下刈作業中、植栽木を損傷しないよう注意しなければならない。



（つる切）

第３１条 請負者は、つる切に当たり、植栽木及び有用天然木に着生するつる類については、

根元から切断しなければならない。

２．請負者は、植栽木に巻きついたつる類については、植栽木を損傷しないように除去しなけ

ればならない。

（除伐、除伐２類及び保育間伐）

第３２条 請負者は、除伐、除伐２類及び保育間伐の実施に当たり、伐採対象木が標示してな

い場合は、標準地又は類似林分の選木状況に準じて対象木を選木しなければならない。

２．請負者は、伐倒に当たっては、対象木以外の立木を損傷しないよう注意しなければならな

い。

３．請負者は、かかり木はそのまま放置することなく、地面に引き落してから次の作業を行わ

なければならない。

４．請負者は、伐倒木については、必要に応じて樹幹から枝条を切り払い、樹幹を玉切りしな

ければならない。

５．請負者は、伐倒木については、必要に応じて後続作業の支障とならない箇所に集積するか、

等高線に平行に存置しなければならない。

６．請負者は、除伐、除伐２類及び保育間伐においては、目的樹種以外であっても、監督職員

の指示に従い、植栽木のない箇所に生育する天然有用樹や尾根筋、沢筋に生育する有用樹及

び林緑木（林分保護上必要な場合に限る。）について、保残するよう努めなければならない。

（枝打）

第３３条 請負者は、枝打の対象木及び枝を打つ範囲（程度）については、標準地等の実施状

況に準ずるか、監督職員の指示によらなければならない。

（病虫獣害防除）

第３４条 請負者は、病虫獣害防除を行うに当たって薬剤を散布する場合は、対象林分等の周

辺の環境に十分配慮するとともに、風向等の気象条件を考慮して散布しなければならない。

特に、飲料水等の摂取場所については、留意しなければならない。

２．請負者は、散布に当たっては、作業従事者に対し保護具等を着用させなければならない。

３．請負者は、使用後の薬剤の容器等は、現地に放置するのではなく、持ち帰り適切に処分し

なければならない。

（歩道新設・修繕）

第３５条 請負者は、歩道の新設又は修繕に当たっては、測量杭を中心とし、幅員に余裕をも

った範囲内の笹、雑草、潅木等を刈払い、横断方向路面は水平に整地し、根株は支障となら

ないよう除去しなければならない。

２．請負者は、凹地形、又は滞水のおそれのある箇所については、排水溝を設けなければなら

ない。

３．請負者は、歩道の新設又は修繕により生じた切取り残土については、崩落、流出等のない

よう設計図書に基づき処理しなければならない。なお、設計図書に示された以外の方法で処



理する場合は、監督職員の指示によるものとする。



（別添）

造林事業請負実行管理基準

１．目 的

この基準は、造林事業請負の実行について、契約書類に定められた事業期間及び事業目的

の達成並びに品質規格の確保を図ることを目的とする。

２．適 用

この基準は、造林事業請負標準仕様書第13条の規定に基づいて定めたものである。

３．構 成

この基準に規定する実行管理の管理項目は、次の各号のとおりとする。

(1) 事業進捗状況管理 (a) 事業工程表

(b) 事業区域の確認

(c) 事業日報

(2) 出来形管理 (a) 出来形管理基準

(b) 出来形図面

(3) 実行記録写真管理 (a) 実行記録写真の撮影要領

(b) 実行記録写真の撮影と整理

４．管理の実施

(1) 現場代理人は、作業の実施の都度、その結果を記録するとともに、その結果に基づいて

適切な実行管理を行わなければならない。

(2) 測定等の数値が著しく偏向する場合、バラツキが大きい場合、所定の範囲を外れる場合

等は、その都度監督職員に報告するとともに、更に精査の上、原因を明らかにして、手直

し、補強、やり直し等の処置を速やかに行わなければならない。

(3) 実行管理の記録は、事業実行中現場事務所等に備え付け、常に監督職員の閲覧に供され

るように、整理しておかなければならない。

５．管理項目及び方法

(1) 事業進捗状況管理

(a) 事業工程表

ア．請負契約約款第３条に基づいて提出する事業計画書の事業工程表は、旬日計画表を

原則とする。

イ．事業の進行管理は、計画と実行とを対比させた事業工程表により行うものとする。

ウ．事業工程表を変更する必要がある現合は、遅滞なく変更事業工程表を作成し、監督

職員に提出しなければならない。



ただし、監督職員の承諾を得た場合は、提出を省略することができる。

(b) 事業区域の確認

ア．実行に先立ち、あらかじめ事業区域の周囲等を踏査し、測量標、基準標、用地境界

杭等を確認し、必要に応じ測量を実施しなければならない。

(c) 事業日報

ア．着手から完了までの日について、天候、作業場所、作業内容、出役人員、概略の出

来形数量、使用機械及び指示、承諾、協議事項等を記入した作業日報を作成しておか

なければならない。

(2) 出来形管理

(a) 出来形管理基準

ア．歩道新設・修繕及び作業道新設・修繕の出来形管理の基準は、次によるものとする。

ただし、これにより難い場合は、監督職員の指示によるものとする。

(ｱ) 延長の基準は、設計値以上とし、全延長を測定するものとする。

(ｲ) 幅員の基準は、設計値以上とし、50ｍ毎に測定するものとする。

イ．前項の出来形管理基準に適合しないものがあった場合には、直ちに監督職員に報告

し、その指示を受けなければならない。

(b) 出来形図面

ア．出来形図面は、歩道新設及び作業道新設の場合に作成するものとし（監督職員の承

諾を得た場合は、作成を省略することができる。）、それ以外の場合については、監督

職員の指示によるものとする。

イ．出来形図面作成の基本事項は、次の各号のとおりとする。

(ｱ) 出来形図は平面図とし、数量標示方式（延長等を計算するもの）とする。ただし、

これにより難い場合は、監督職員の指示によるものとする。

(ｲ) 出来形の測量は、スチールテープ、コンパス等を使用し、測量線、寸法等の表示

方法は監督職員の指示によるものとする。

ウ．出来形の測量、図面等の作成に当たっては、前項の基本事項のほか、次の各号に留

意しなければならない。

(ｱ) 測量等に携わる者は、実行管理の目的を十分理解するとともに、個人誤差、測定

誤差等をなくすよう努めなければならない。

(ｲ) 測量等に使用する機械器具は、常時現場に用意し、常に整備しておかなければな

らない。

(ｳ) 測量等によって得られた結果は、できるだけ速やかに整理して、常に現場事務所

等におき、必要に応じて監督職員に提示できるようにしておかなければならない。

(3) 実行記録写真管理

(a) 実行記録写真の撮影要領

ア．実行記録写真は、事業完了時に確認できない部分等の証拠及び品質管理等実行管理

に役立たせるために撮影するものとし、事業着手前の状況から事業完了に至るまでの

実行の経過を記録し、整理編集の上、監督職員に提出しなければならない。



イ．各作業種別の実行記録写真の撮影は、別表「実行写真の撮影要領」によるものとす

る。

(b) 実行記録写真の撮影と整理

ア．実行記録写真の撮影と整理は、(a)によるほか、次の各項によらなければならない。

(ｱ) 写真撮影にあたり準備すべき器材は、次のとおりとする。

① 事業名、作業種、作業内容、日時、その他記事欄等を表示した黒板

② 写真機（予備を用意しておくこと）

③ 被写体の寸法を表示するロッド、ポール、リボンテープ等

(ｲ) 写真撮影に当たっては、次の各号に留意しなければならない。

① 実行の過程、出来形確認、不明視部分、共通仮設、使用機械、現地の不一致、

災害発生等の写真は、重要な現場資料であるから、その撮影は時期を失しないよ

う事業の進行と並行して、適切かつ正確に行わなければならない。

② 撮影後は、できるだけ速やかに現像焼付けを行い、目的どおり撮影されている

かを確かめなければならない。もし撮影が不完全な場合は、速やかに撮り直しを

行うものとし、再撮影不能のもの、撮り落したものについては、ただちに監督職

員に報告して、その指示を受けなければならない。

③ 事業完了後、出来形の確認が困難なものについては、もれなく撮影の対象とす

るものとする。また、出来形の確認が容易なものであっても、埋設部分と関連し

て必要な部分、検査の資料として施工経過を明らかにしておくべきもの等につい

ては、もれなく撮影するものとする。

④ 被写体には、必ず所要事項を記入した黒板を添えなければならない。

⑤ 遠景写真を除き、写真には、ポール、ロッド等の計測器具を使用して撮影しな

ければならない。

⑥ 局部的なものであっても、事業完了後、その部分が全体の中でどの部分である

かを明確にするため、局部とともに全体も撮影しておかなければならない。

⑦ 事前・事後を比較する場合は、同位置において撮影するものとする。また、実

行前の写真になるべく実行後も残る物体を入れて撮影しなければならない。

(ｳ) 提出する写真の大きさは、原則としてサービスサイズ（7.6cm×11.2cm）以上のカ

ラー写真とし、必要に応じてこれらのつなぎ写真とする。

(ｴ) 写真の整理方法については、実行写真の撮影要領に示す区分及び項目別に順序よく

編集し、四ツ切以上のアルバムに貼付し、台紙下欄に次の各号について記述しなけれ

ばならない。

① 写真中の黒板で作業種、作業内容等の明らかなものは、撮影方向と作業の説明

② 黒板の入っていないもの又は不明瞭なものは、黒板記載事項、撮影方向及び作

業の内容

(c) デジタル写真

ア．画像編集等

画像の信憑性を考慮し、原則として画像編集は認めない。ただし、監督職員の了承を

得た場合は、回転、パノラマ、全体の明るさの補正程度は行うことができる。

イ．有効画素数

有効画素数は、黒板の文字及びスケールの数値等が確認できることを指標とする。



ウ．写真ファイル

記録形式はJPEGとし、圧縮率、撮影モードについては監督職員と協議の上決定する。

エ．その他

(ｱ) 印刷物を納品に使用する場合は、300dpi以上のフルカラーで出力し、インク、用紙

等は通常の使用で３年間程度に顕著な劣化が生じないものとする。

(ｲ) 電子媒体を納品に使用する場合は、ＣＤ－Ｒを原則とする。ただし、監督職員の了

承を得た場合は、その他の媒体も提出できるものとする。なお、属性情報、フォルダ

構成等については監督職員と協議の上決定する。また、納品する媒体は提出前に、信

頼できるウイルス対策ソフトにより、その時点で 新のパターンファイルを用いてウ

イルスチェックを行わなければならない。

（別表） 実行記録写真の撮影要領

撮影区分 撮影事項 説 明

事業着手前 事業箇所 事業地の遠景、近景等事業着手前の森林状況を撮る。

植栽 仮植 仮植地の全景及び苗木の仮植の状況について撮る。

地拵、植付 地拵、植穴、施肥、植付等の状況について撮る。

ポール、箱尺、スケール等で寸法標示する。

保育 各作業毎 代表的箇所について各作業ごとに、作業前、作業中及

び作業後の状況を撮る。

保護 各作業毎 保育に準じる。

被害 被害状況 被害状況（全景及び局部的な数量がわかるもの）、枯

損、病虫の種類状況等がわかるように撮る。

完了 作業箇所及び各作業 着手前と同一箇所から遠景、近景及び各作業種毎作業

種 箇所の代表的なものについて局部的なものを撮る。

各種試験 各種試験 発芽試験、活着試験、各種適応状況がわかるように撮

る。

その他 その他必要事項 前各号に準じて撮る。



関東森林管理局仕様書

１ 総 則

（１）この関東森林管理局造林事業仕様書(以下「作業仕様書」という。）は、請負実施に

係わる造林関係の各作業種の一般的な作業仕様を示すものであり、請負事業の全般に係

わる一般的な事項は造林請負事業標準仕様書によるものとする。

（２）これに示されていない事項及び特殊な作業については、別に定める特記仕様書によ

るものとする。

（３）特記仕様書に記載された事項は、この作業仕様書に優先するものとする。

２ 全 刈 地 拵

（１）作業方法等

区域内の全面を対象に雑灌木、笹等を刈払い、末木枝条及び刈り払ったものを筋状

に整理、集積するものとし、その方法は以下による。

① 刈払いは、地際より丁寧に行うものとする。

② 残存している立木については、保残するように表示したもの又は監督職員が保残す

るように指示したものを除き、全て伐倒するものとする。

③ 末木枝条、刈り払ったものや伐倒木（以下「末木枝条等」という。）は植付けに支

障のないように処理することとするが、地に落ちつかないものは切断して、接地させ、

滑落・移動等しないように安定させることとする。

④ 植付までの事業を同一の者が実施する場合で末木枝条等が少なく植栽に差し支えの

ないと判断される場合は、部分的に集積又はそのまま存置することとして差し支えない

が、それ以外の場合は、一定の植幅を確保して原則として等高線沿い（水平方向）に筋

状に置くこととする。

⑤ 傾斜地等で集積物が崩れるおそれがある場合は、杭を打つ等の手段を施して棚積と

する。

⑥ 植幅及び置幅は、別紙特記仕様書のとおりとする。

⑦ 天然生稚幼樹で、監督職員が指示したものは全て保残する。

⑧ 複層林の下木植栽を予定している箇所については、上木の樹冠下及び管理路等を除

いた箇所について上記に準じて行うこととする。

（２）刈払機、チェーンソー作業における振動障害の予防

刈払機、チェーンソーによる振動障害を防止するため、厚生労働省において定める

「チェーンソー以外の振動工具の取扱い業務に係る振動障害予防対策指針」（平成21

年7月10日基発0710第2号・別紙）及び「チェーンソー取扱い作業指針」（平成21年7月

10日基発0710第1号・別紙）を確実に守るとともに、これらの指針が作業者にも守られ

るよう必要な措置を講じること。

局仕様書

別添３
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３ 筋 刈 地 拵

（１）作業方法等

区域内の雑灌木、笹等を筋条に刈払い 、末木枝条及び刈り払ったものを筋状に整理、

集積するものとし、その方法は以下による。

① 刈払いは、地際より丁寧に行うものとする。

② 刈幅（植幅）及び置幅（残し幅）は、別紙特記仕様書のとおりとする。

③ 残存している立木については、保残するように表示したもの又は監督職員が保残す

るように指示したものを除き、全て伐倒するものとする。

④ 末木枝条、刈り払ったものや伐倒木（以下「末木枝条等」という。）は植付けに支

障のないように処理することとするが、地に落ちつかないものは切断して、接地させ、

転落しないように安定させること。

⑤ 植付までの事業を同一の者が実施する場合で末木枝条等が少なく植付に差し支えの

ないと判断される場合は、部分集積又はそのまま存置することして差し支えないが、そ

れ以外は、原則として等高線沿い（水平方向）に筋条に置くこととする。

⑥ 傾斜地等で集積物が崩れるおそれがある場合は、杭を打つ等の手段を施して棚積

する。

⑦ 天然生稚幼樹で、監督職員が指示したものは全て保残する。

（２）刈払機、チェーンソー作業における振動障害の予防

刈払機、チェーンソーによる振動障害を防止するため、厚生労働省において定める

「チェーンソー以外の振動工具の取扱い業務に係る振動障害予防対策指針」（平成21

年7月10日基発0710第2号・別紙）及び「チェーンソー取扱い作業指針」（平成21年7月

10日基発0710第1号・別紙）を確実に守るとともに、これらの指針が作業者にも守られ

るよう必要な措置を講じること。

４ 植 付（裸苗）

（１）苗木の調達

① 苗木の調達は請負者において行うこととするが、調達に当たっては、極力地元都県

産とし､予め監督職員に調達予定先からの林業種苗法（昭和45年5月22日法律第89号)

第12条第1項に定められた生産者登録証写を提出し、承諾を受けることとする。

② 請負者は、苗木受領後可及的速やかに植付けが完了するよう植栽計画をたて、監督

職員に提示し、苗木輸送、引渡月日、工程等を個所別に協議することとする。

③ 現地に運び込まれた苗木は、別に定める様式の苗木確認願を監督職員あて提出し、

確認検査を受けるものとし、規格・品質等について監督職員から指示のあった場合は

速やかにこれに従うものとする。

（２）苗木の品質・規格

① スギ、ヒノキの苗木は、都県の育種場で採取された種穂を育苗した苗木であって、

可能な限り花粉症対策苗木（無花粉、少花粉及び低花粉苗木）又は、特定母樹から採取

された種穂を育苗した苗木とし、これらの証明書写を添付することとする。

② スギ、ヒノキ以外については、種子の採種地が地元県産又は近県であり、種子の産

地が明確であること。
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③ 種子の採取地及び育成地が林業種苗法第24条第1項の規定に基づく農林水産大臣の

指定する配布区域内である苗木を使用することとする。

④ 苗木の規格は別紙特記仕様書のとおりとし、発育が完全で組織が充実し、下枝をよ

く張り、根系が鳥足状や団子状でなく発達が良いもので、地上部と地下部のバランス

が良く、病虫害や外傷がないもの、着花、結実していないものでなければならない。

（３）苗木の取扱い

① 苗木の輸送、仮植、保管に当たっては、凍結、乾燥、むれ等により枯損したり、活

着率が低下しないようにしなければならない。

② 植付のための仮植地等からの小運搬は、１日に植え付け可能本数を限度として、植

栽地付近に小運搬された苗木は直ちに仮植を行い、乾燥を防ぐ措置をとらなければな

らない。

③ 植付等苗木を携行する際には、必ず苗木袋等を使用し、根は絶対に露出させてはな

らない。

（４）仮植

① 仮植地は、できるだけ造林予定地の近くで適潤地を選定し、事前に耕耘しておく

こと。

② 苗木の結束を解き１本ならべ（間隔３㎝程度）に根が重ならないようにして並べ、

幹の１／３～１／４を覆土し、根元の両側からよく踏みつけた後、再び軽く土を覆い

（深さは最下枝がやや埋まる程度）、乾燥を防ぐために日中はコモやムシロ等で日除

けをすることとすること。

③ 仮植地周辺に排水溝を掘り、また日光の直射を受けぬよう処置すること。

④ 乾燥しやすい場合、あるいはやむを得ず長日数仮植する場合は、むれないよう日

覆をし、必要に応じて適時灌水をすること。

（５）苗木貯蔵箱等による輸送及び保管等の取扱い

ア 輸送時には直射日光や雨に当たらないように注意すること。

イ 貯蔵箱等は完全密封によって植物への鮮度を保持するものであることから、箱等の

損傷に十分注意し、損傷したものは直ちに開封し、仮植を行うこと。また、テープ

が剥がれた程度であればテープの再貼り付けを行うこと。

ウ 保管上の取扱い

① 貯蔵箱等は、雨、露に濡れないように、直射日光に当たらないようにすること。

② 外気温１５℃まで貯蔵可能といわれているが、最適温度は５℃までであることに

留意し、冷暗で風通しの良い箇所とする。

③ 外気温の上昇とともに積み替え回数を多くし、天地返しは１週間に１度は必ず行

うこと。

④ 積み重ねて保管する場合は、１段毎に桟を入れるなど通気性を確保するとともに、

むれの原因となる直接シートはかけないこと。

⑤ 保管場所が戸外である場合は、立木の中にテント等を使用し、直接地面には置か

ず、雨にさらされないように保管すること。

エ 開封後の取扱い

① 開封は１梱包ずつ行い、開封した梱包の植え付けを終えてから開封するようにし、

開封したままで何時間も放置することのないようにすること。
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② 早く梱包したものから開封することとする。ただし、外気温が高くなってきた

ら、梱包や条件の不利なものから先に開封すること。

（６）作業の方法

ア ｈａ当たりの植付本数及び苗木の植付列間・苗間の標準間隔は、別紙特記仕様書

のとおりとし、植繩等により、規則正しく植え付けること。

イ 植付地点に岩石、根株等の障害物が在って植え難い場合は、列間、苗間を若干移

動して植え付けるものとする。

ウ 日光の直射が強い日や強風の際は、なるべく植え付けを避けるものとし、やむを

得ず実施する場合は、苗木、植穴、覆土等の乾燥に十分注意しなければならない。

また、気象状況により乾燥が続き、植付後活着が危ぶまれるときは作業を中止し、

監督職員に報告しなければならない。

エ 植付は、指定期間内に完了しなければならない。ただし、気象条件などにより期

間内に完了が困難となったときは、速やかに監督職員に報告し、指示を得なければ

ならない。

オ 植付方法

① 植付地点を中心として５０㎝四方以上の地被物をきれいに取り除き、中央に径

及び深さをそれぞれ３０㎝程度掘り、耕耘して植物の根や石礫等を完全に取り除

く。ただし、地形、土壌条件等により所定の植穴が掘れない場合は、監督職員と

協議しなければならない。

② 植穴の底に山側から湿気の多い腐植土を少量入れ、５㎝程度覆土し、中高とする。

③ その上に苗木の根を四方に自然の状態になるように拡げて、やや深目になるよ

うに立て、落葉やゴミ等が混入しないように注意しながら山側の腐植質土を土と

根を密着させるように苗木を上下に少しずつゆり動かしながら根元にかける。

④ 更に山側の土を切り崩してその上にかけ、少し覆土が盛り上がるようにする。

⑤ 苗木を引張り加減にしながら周囲が凹みにならないようによく踏み固める。

⑥ はじめに取り除いておいた地被物で苗木の根元周辺を被覆する。

（７）作業記録

植付の月日、林小班、樹種、植付本数、棄却本数等の記録は、請負者において行い、

「Ⅶ様式」に定められた「様式Ｕ７－２」に取りまとめの上監督職員に提出するものと

する。

５ 植 付（コンテナ苗）

（１）苗木の調達

① 苗木の調達は請負者において行うこととするが、調達に当たっては、極力地元都県

産とし､予め監督職員に調達予定先からの林業種苗法（昭和45年5月22日法律第89号)

第12条第1項に定められた生産者登録証写を提出し、承諾を受けることとする。

② 請負者は、苗木受領後可及的速やかに植付けが完了するよう植栽計画をたて、監督

職員に提示し、苗木輸送、引渡月日、工程等を個所別に協議することとする。

③ 現地に運び込まれた苗木は、別に定める様式の苗木確認願を監督職員あて提出し、

確認検査を受けるものとし、規格・品質等について監督職員から指示のあった場合は

速やかにこれに従うものとする。
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（２）苗木の品質・規格

① スギ、ヒノキの苗木は、都県の育種場で採取された種穂を育苗した苗木であって、

可能な限り花粉症対策苗木（無花粉、少花粉及び低花粉苗木）又は、特定母樹から採取

された種穂を育苗した苗木とし、これらの証明書写を添付することとする。

② スギ、ヒノキ以外については、種子の採種地が地元県産又は近県であり、種子の産

地が明確であること。

③ 種子の採取地及び育成地が林業種苗法第24条第1項の規定に基づく農林水産大臣の

指定する配布区域内である苗木を使用することとする。

④ 苗木の規格は別紙特記仕様書のとおりとし、発育が完全で組織が充実し、下枝をよ

く張り、根鉢全体に根が張っていて、根鉢が容易に崩れないものでなければならない。

また、病虫害や外傷がないもの、着花、結実していないものでなければならない。

（３）苗木の取扱い

① 苗木の輸送、保管に当たっては、凍結、乾燥、むれ等により枯損したり、活着率が

低下しないようにしなければならない。苗木は立てて寄せ並べ、必要に応じて直射日

光の遮断や灌水等により乾燥防止の措置を講ずること。

② 苗木の輸送、植付に当たっては、根鉢を崩さないように丁寧に取り扱うこと。

③ 植付等苗木を携行する際には、苗カゴ、梱包ネット等を使用し、根鉢を崩さないよ

うに丁寧に取り扱うこと。

（４）仮植

① コンテナ苗については、仮植を必要としない。

（５）苗木貯蔵箱等による輸送及び保管等の取扱い

ア 輸送時には直射日光や雨に当たらないように注意すること。

イ 貯蔵箱等は完全密封によって植物への鮮度を保持するものであることから、箱等の

損傷に十分注意し、損傷したものは直ちに開封し、植え付けること。また、テープが

剥がれた程度であればテープの再貼り付けを行うこと。

ウ 保管上の取扱い

① 貯蔵箱等は、雨、露に濡れないように、直射日光に当たらないようにすること。

② 外気温１５℃まで貯蔵可能といわれているが、最適温度は５℃までであることに

留意し、冷暗で風通しの良い箇所とする。

③ 外気温の上昇とともに積み替え回数を多くし、天地返しは１週間に１度は必ず行

うこと。

④ 積み重ねて保管する場合は、１段毎に桟を入れるなど通気性を確保するとともに、

むれの原因となる直接シートはかけないこと。

⑤ 保管場所が戸外である場合は、立木の中にテント等を使用し、直接地面には置か

ず、雨にさらされないように保管すること。

エ 開封後の取扱い

① 開封は１梱包ずつ行い、開封した梱包の植え付けを終えてから順次開封するよう

にし、開封したままで何時間も放置することのないようにすること。

② 早く梱包したものから開封することとする。ただし、外気温が高くなってきた

ら、梱包や条件の不利なものから先に開封すること。
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（６）作業の方法

ア ｈａ当たりの植付本数及び苗木の植付列間・苗間の標準間隔は、別紙特記仕様書の

とおりとし、植繩等により、規則正しく植え付けること。

イ 植付地点に岩石、根株等の障害物が在って植え難い場合は、列間、苗間を若干移動

して植え付けるものとする。

ウ 日光の直射が強い日や強風の際は、なるべく植え付けを避けるものとし、やむを得

ず実施する場合は、苗木、植穴、覆土等の乾燥に十分注意しなければならない。また、

気象状況ににより乾燥が続き、植付後活着が危ぶまれるときは作業を中止し、監督職

員に報告しなければならない。

エ 植付は、指定期間内に完了しなければならない。ただし、気象条件などにより期間

内に完了が困難となったときは、速やかに監督職員に報告し、指示を得なければなら

ない。

オ 植付方法

① 植付には、苗木植付器等、現地に応じたものを使用する。

② 植付地点を中心として、必要に応じた広さの範囲にある地被物をきれいに取り除

き、植穴は、コンテナの容量と形状に応じた深さ、幅とする。ただし、地形、土壌

条件等により所定の植穴が掘れない場合は、監督職員と協議しなければならない。

③ 植穴には地被物が入り込まないようにし、植穴と培地が密着するように苗木を入

れ、空隙が生じないようにする。また、空隙が生じた場合は、地被物を含まない土

壌を補充すること。

④ 根鉢をつぶさないように、適度に踏み固める。

⑤ 根鉢上面に覆土した後、地被物で苗木の根元周辺を被覆する。

（７）作業記録

植付の月日、林小班、樹種、植付本数、棄却本数等の記録は、請負者において行い、

「Ⅶ様式」に定められた「様式Ｕ７－２」に取りまとめの上監督職員に提出するものと

する。

６ 下 刈 （ 全 刈 ）

（１）作業方法等

区域内の幼齢植栽木（以下「植栽木」という。 発生している有用天然木等で植栽木

の配置状況等に応じて保残育成するものを含む。以下同じ。）と競合状態にある全て

の雑草、笹、雑灌木、つる類等の刈払いを行うものとし、その方法は以下による。

① 刈払高は、できるだけ地際に近い位置とする。

② 刈払物は植栽木を覆わないよう注意し、なるべく植栽木の根元周囲（あるいは列

間）に寄せて乾燥防止等に活用すること。

③ 植栽木に巻きついたつる類は生育に支障のないように取り除くこと。

④ 刈払いに際しては、特に植栽木を損傷しないよう注意し、特に植栽木の周囲の刈払

いには、植栽木の根元に鎌及び刈払機の刃部が向かないよう植栽木を中心として外側

の方向に刈払いを行うものとする。

⑤ 特に、笹、雑草等の繁茂が著しい箇所では監督職員の指示に従い、あらかじめ植栽

木の周囲を刈払い、位置を明らかにしてから刈払いを行うこと。
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⑥ 保護樹として保残してある立木で、植栽木の生育を阻害しているものがある場合は、

枝払いを行うものとする。

（２）作業記録

下刈の月日、林小班、樹種、刈払方法、作業量、折損本数、単木保護資材の損傷等の

記録は、請負者において行い、「Ⅶ様式」に定められた「様式Ｕ８」に取りまとめの上

監督職員に提出するものとする。

（３）刈払機作業における振動障害の予防

刈払機による振動障害を防止するため、厚生労働省において定める「チェーンソー

以外の振動工具の取扱い業務に係る振動障害予防対策指針」（平成21年7月10日基発0

710第2号・別紙）を確実に守るとともに、これらの指針が作業者にも守られるよう必

要な措置を講じること。

７ 下 刈 （ 筋 刈 ）

（１）作業方法等

区域内の幼齢植栽木（以下「植栽木」という。 発生している有用天然木等で植栽木

の配置状況等に応じて保残育成するものを含む。以下同じ。）と競合状態にある雑草、

笹、雑灌木、つる類等を一定の幅で筋状に刈り払うものとし、その方法は以下による。

① 刈払いの刈幅、残し幅及び植栽木との位置関係等は、別紙特記仕様書（仕様図）に

示すとおりとする。ただし、刈残し部分で植栽木の樹高の２／３以上に触れる雑灌木

等については、中段刈(植栽木の樹高の１／２以下)とする。

② 刈払高は、できるだけ地際に近い位置とする。

③ 刈払物は植栽木を覆わないよう注意し、なるべく植栽木の根元周囲（あるいは列

間）に寄せて乾燥防止等に活用すること。

④ 植栽木に巻きついたつる類は、生育に支障のないよう取り除くこと。

⑤ 刈払いに際しては特に植栽木を損傷しないよう注意すること。

⑥ 保護樹として保残してある立木で、植栽木の生育を阻害しているものがある場合は、

枝払いを行うものとする。

（２）作業記録

下刈の月日、林小班、樹種、刈払方法、作業量、折損本数、単木保護資材の損傷等の

記録は、請負者において行い、「Ⅶ様式」に定められた「様式Ｕ８」に取りまとめの上

監督職員に提出するものとする。

（３）刈払機作業における振動障害の予防

刈払機による振動障害を防止するため、厚生労働省において定める「チェーンソー

以外の振動工具の取扱い業務に係る振動障害予防対策指針」（平成21年7月10日基発0

710第2号・別紙）を確実に守るとともに、これらの指針が作業者にも守られるよう必

要な措置を講じること。
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８ 下 刈 （ 坪 刈 ）

（１）作業方法等

区域内の幼齢植栽木（以下「植栽木」という。 発生している有用天然木等で植栽木

の配置状況等に応じて保残育成するものを含む。以下同じ。）と競合状態にある雑草、

笹、雑灌木等を植栽木の周辺部分のみ坪状に刈り払うものとし、その方法は以下によ

る。

刈出しについては、この作業に準じて行うものとし、※「 」を附記する。

① 刈払いは、別紙特記仕様書に示す部分について刈払うこととし、※「先に刈出木の

周囲を刈払い、刈出木の位置を確かめてからその他の部分の刈り払いを行うこととす

る。」ただし、刈残し部分で植栽木の樹高の２／３以上に触れる雑灌木等については、

中段刈(植栽木の樹高の１／２以下)する。

② 刈払高は、できるだけ地際に近い位置とする。

③ 刈払物は植栽木を覆わないよう注意し、なるべく植栽木の根元周囲に寄せて乾燥防

止等に活用すること。

④ 植栽木に巻きついたつる類は、生育に支障のないよう取り除くこと。

⑤ 刈払いに際しては特に植栽木を損傷しないよう注意すること。

⑥ 保護樹として保残してある立木で、植栽木の生育を阻害しているものがある場合は、

枝払いを行うものとする。

（２）作業記録

下刈の月日、林小班、樹種、刈払方法、作業量、折損本数、単木保護資材の損傷等の

記録は、請負者において行い、「Ⅶ様式」に定められた「様式Ｕ８」に取りまとめの上

監督職員に提出するものとする。

（３）刈払機作業における振動障害の予防

刈払機による振動障害を防止するため、厚生労働省において定める「チェーンソー

以外の振動工具の取扱い業務に係る振動障害予防対策指針」（平成21年7月10日基発0

710第2号・別紙）を確実に守るとともに、これらの指針が作業者にも守られるよう必

要な措置を講じること。

９ つ る 切

区域内にある目的木（有用天然木等を含む。以下同じ。）の成育を阻害するつる類を切

断するものとし、作業方法等は以下による。

（１） 区域内のつる類は全てを対象とする。

（２） つる類はできるだけ地際に近い位置で、目的木を損傷しないよう十分注意しながら

切断する。

（３） 目的木に巻きついている切断したつる類は、目的木を損傷しないよう目的木から除

去しなければならない。
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１０ 除 伐

（１）除伐対象木

① 目的木（有用天然木等を含む。以下同じ。）の成育に支障となるつる類、雑灌木類。

② 目的木のうち、被圧木、枯損木、曲がり木等の形質不良木及び被害木。

③ 植栽木が有用天然木と競合している場合は、形質及び樹勢が良好でないもの。

（２）保残すべき樹木

① 植栽木がないか極めて少ない箇所に成育する有用天然木。

② 尾根筋、沢筋に成育する有用天然木。

③ 崩壊地等の周辺及び林縁にある林分保護上必要な天然木。

④ （１）の③で残存することとした有用天然木。

⑤ 目的木の成育に支障とならない雑灌木。

（３）除伐木等の処理方法

① 除伐木の伐採高（株高）は、地上６０㎝以内とする。

② つる類は、地際に近い位置で完全に切断し、目的木から取り除くこと。

③ 伐倒に当たっては、目的木を損傷しないよう十分注意する。

④ 除伐木は、横倒しにして転がり落ちないように地面に密着させ安定させておくこと。

⑤ 植栽木が極めて少ない箇所は、植栽木の周囲を植栽木の樹高の１／２程度伐り開く。

⑥ 植栽木がほとんどない部分は、監督職員と協議のうえ現状のまま手を加えないこと

とする。

（４）刈払機作業における振動障害の予防

刈払機による振動障害を防止するため、厚生労働省において定める「チェーンソー

以外の振動工具の取扱い業務に係る振動障害予防対策指針」（平成21年7月10日基発0

710第2号・別紙）を確実に守るとともに、これらの指針が作業者にも守られるよう必

要な措置を講じること。

１１ 除 伐 ２ 類

（１）除伐対象木

① 植栽木等の成育に支障となるつる類、及び植栽木等と競合状態にある雑灌木類

で、（２）の③、④、⑤を除く樹木。

② 植栽木等のうち、形質及び成長が不良なもの。

③ 形質及び成長が良好な植栽木等のうち、胸高直径がおおむね１８㎝未満のもの。

④ 植栽木が有用天然木と競合している場合は、形質や樹勢が良好でないもの。

（２）保残すべき樹木

① （１）の④で残存することとした有用天然木。

② 尾根筋、沢筋に成育する有用天然木。

③ 崩壊地等の周辺及び林縁にある林分保護上必要な天然木。

④ 目的木（有用天然木等を含む。以下同じ。）の成育に支障とならない雑灌木。

⑤ その他監督職員の指示等によって残存させるべき樹木。
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（３）除伐木等の処理方法

① 除伐木の伐採高（株高）は、地上３０㎝以内とする。

② つる類は、地際に近い位置で完全に切断し、目的木から取り除くこと。

③ 伐倒に当たっては、目的木を損傷しないよう十分注意する。

④ 除伐木は、横倒しにして転がり落ちないように地面に密着させ安定させておくこと。

（４）チェーンソー作業における振動障害の予防

チェーンソーによる振動障害を防止するため、厚生労働省において定める「チェー

ンソー取扱い作業指針」（平成21年7月10日基発0710第1号・別紙）を確実に守るとと

もに、これらの指針が作業者にも守られるよう必要な措置を講じること。

１２ 林地除草剤散布

（１）散布区域及び散布量等

① 散布区域は、監督職員が明示した区域とする。

② 薬剤の種類、単位当たりの散布量等は、別紙特記仕様書のとおりとする。

（２）作業方法

① 散布は地上からの手まきとし、「むら」にならないよう均等に全面散布を行う。

② 「まきむら」を避けるため、指定量全量を一回に散布しないで、所要量の５％程度

を残し薬剤の効果が現れるのを待って、不足箇所又は強力な植生に対して手なおし散

布する。

③ 植生密度の高い箇所又は強力な植生には散布量を増加する。

④ 植栽木薬害を考慮し、植栽木を中心として約３０㎝前後の周囲には散布しないよう

にする。

（３）安全上の留意事項

① 本作業実行に当たっては、「林地除草剤作業基準」に基づき、薬剤の特性、事業実

行上の注意、散布要領を全作業員に熟知させなければならない。

② 作業に当たっては、保護衣類（防護衣、手袋、マスク等）を確実に着用させ、薬剤

を素手で握ったり、皮膚に付着しないようにするとともに作業後は、露出部の水洗い

を必ず行わせるなど健康管理、災害防止に万全を期すこと。

③ 塩素酸塩類を主剤とする除草剤を使用する場合は、特に発火性が強いことから、作

業中のたき火は厳禁するとともに、作業終了後の保護衣類や薬剤が浸透したと思われ

る下着類は十分水洗を行い、これらを乾燥する時は火気を用いてはならないことを徹

底すること。

（４）実行上の留意事項

① 散布時の風向に留意し、風上から風下に向けて散布する。

② 散布は、強風・雨天を避け、散布中に強風や降雨があった場合は直ちに作業を中止

する。

③ 薬剤は吸湿性が強いので、開封した薬剤はその日の内に全量散布する。

④ 薬剤の授受は、監督職員立会のもとに厳正に行い、厳重かつ良好な状態で保管しな

ければならない。
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⑤ 崩壊危険箇所、河川、沢等については、両側に１０ｍ程度（常時流水のある沢につ

いては２０ｍ程度）の間は散布しないこと。

⑥ 空箱、空袋は林地内の安全な場所に集積し、監督職員立会のもとに数量を確認し、

適正に処分すること。

⑦ 散布箇所には、監督職員の指示により標示をすること。

１３ 枝 打

（１）対象木

① 枝打の対象木の選木は、標準地に準じて行うものとし、胸高直径が７㎝に満たな

いものであって、被害のない通直なもの（幹長３ｍの間に２㎝以上の曲がりないも

の）で、かつ除・間伐時に伐採の対象とならないものとする。

② 林縁木については、原則として実施しないこととする。

③ ２回目以降は、前回枝打を行ったものとする。

（２）作業方法

① １回の枝打高は、１．５ｍ～１．８ｍを目安に幹の直径約５㎝の位置まで行うも

のとする。

② 生枝、枯死枝ともに樹幹に接した位置で、樹幹に平行かつ平滑になるよう丁寧に

切断するものとする。

③ 巻き込みを早めるため、残枝長はなるべく短くするよう行うこととする。また、

切り口面はできるだけ小さく正円に近いかたちで仕上げること。ただし、枝隆のあ

る太い枝は、枝隆の中間部を切断するものとする。

④ 樹幹の形成層を損傷しないよう留意し、葉量が多く、枝打作業途上で裂けるおそ

れのある枝は、一旦中途で切断した後、更に仕上げの切断をする等の方法によるも

のとする。

⑤ 使用器具は、良く切れる両刃の鉈、斧、鎌及び枝打ち鋸を使用するものとし、予

め監督職員の確認を受けたものを使用することとする。

⑥ 実施時期は、指定された場合を除き、林木の成長休止期に行うこととする。

（３）枝条等の整理、片付け

切断した枝条については、転落しないように安定させて置くこととする。また、林

道や歩道上に散乱した枝条については通行に支障とならないように片付けておくこと

とする。

１４ 保 育 間 伐

（１）間伐対象木等

保育間伐対象木は、標準地又は類似林分の選木に準じて行うものとし、具体的な選

木は、残存木の配置状況や形質の向上を配慮しつつ、以下により行うこととする。

① 被圧木等の劣勢木、被害木、分岐木及び曲がり木等を主体に行うこととし、被害木

以外の優勢木については、必要最小限の選木にとどめることとする。

② 有用天然木は、植栽木に支障がない限り努めて保残する。

③ 植栽木と有用天然木が競合状況にある場合は、将来性の優れたものを保残する。
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④ 寒風害の恐れのある尾根筋や風致及び国土保全上等の優位な箇所については、監督

職員と協議のうえ、極力混生する広葉樹を保残すること。

⑤ 林縁木は、林分保護のため、原則として伐採しないこととする。

⑥ スギ、ヒノキの林分について、１０月から３月までに伐採木の選木を行う場合は、

標準地で示した伐採木の選定方法や伐採率等の範囲内で、残存木の配置を考慮しつつ、

花粉着花量が多い個体を優先的に選木すること。

（２）作業方法

① 伐倒木の伐採高は、概ね３０㎝以下とする。

② 伐倒に際しては、他の立木を損傷しないよう注意しなければならない。

③ かかり木となった伐倒木は、そのまま放置することなく着実に処理したうえで、次

の作業を行わなければならない。

④ 伐倒木については、必要に応じて樹幹から枝条を切り払い、梢端部の切断や玉切り

を行うこととする。また、必要に応じて後続作業の支障とならない箇所に集積するか、

集積困難なものについては転落・移動しないように安定させておくこととする。

⑤ 歩道及び林道等の付近においては、通行の支障とならないように伐倒木等を片付け

ておくこととする。

※ 搬出を行わない「天然林受光伐」、「育成受光伐」及び治山事業費による「本数

調整伐」については、「保育間伐」を各作業名に読み替えるものとする。また、更新

を伴う伐採にあって、伐倒木の枝払いを行う場合は、（２）作業方法④を以下による

ものとする。

（２）作業方法

④ 伐倒木については、更新の支障とならないように、樹幹から枝条を切り払うこと

とする。また、必要に応じて梢端部の切断、玉切りを行い、後続作業の支障となら

ない箇所に集積するか、集積困難なものについては転落・移動しないように安定さ

せておくこととする。

（３）チェーンソー作業における振動障害の予防

チェーンソーによる振動障害を防止するため、厚生労働省において定める「チェーン

ソー取扱い作業指針」（平成21年7月10日基発0710第1号・別紙）を確実に守るとともに、

これらの指針が作業者にも守られるよう必要な措置を講じること。

１５ 歩 道 整 備 ( 新 設 )

（１）路線位置

路線の通過位置等は現地に標柱、測量杭等を打って標示してある箇所とする。

（２）作業方法

① 土道の幅員及び標準的な構造は、別紙特記仕様書のとおりとする。

② 歩道作設に当たっては、測量杭を中心とし、余裕をもった範囲内の笹、雑草、灌

木等を刈払い、幅員内にある地被物、根株、石等を除去し、土砂を切り取り盛土し

て路面を横断方向に水平に整地し道形を作ることとする。ただし、伐根や大きな石

等はこれを避けて作設する。
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③ 路面は平坦になるようにならし、滞水や流水の恐れがある箇所には、排水溝を設

けることとする。盛土をする場合は必要な余盛をし、踏み固めるものとする。

④ 切り取りによって生じた残土については、崩落、流出等のないように処理するこ

ととし、その方法は、監督職員の指示による。

⑤ 崩落の恐れのある箇所は、丸太等により土留を行う。

⑥ 丸太橋の作設箇所及び構造は、別紙特記仕様書構造図のとおりとする。

⑦ 勾配が急で歩行が困難な箇所には、階段状に仕上げるものとする。

⑧ 丸太等の資材類は、別途監督職員の指示するところによることとする。

１６ 歩 道 整 備 ( 修 理 )

（１）修理箇所

始点及び終点及び橋、階段等の修理箇所は杭等によって標示してある箇所とする。

（２）作業方法

① 土道の幅員及び刈り払い幅、橋、階段等の修理内容は別紙特記仕様書のとおりとす

る。

② ①に示した幅員内にある灌木等を刈払い、幅員外に除去し、土道等の幅員が確

保出来ていないところは山側を切り取り、沢側を盛直して幅員を確保し、不陸整

正し、排水溝等を修理あるいは新たに設けるものとする。

③ 雑灌木等の刈高は、できるだけ地際に近い位置とする。

④ 崩落の恐れのある箇所は、丸太等により土留めによって修復を行う。

⑤ 橋、階段等の修復に用いる丸太等の資材類は別途監督職員の指示するところによる

こととする。

１７ シ カ 防 護 柵 作 設 ( 新 設 )

（１）作設位置

作設位置は、測量杭又は図面で表示してある箇所とする。

（２）構造等

別紙特記仕様書の作設標準図及び材料表のとおり。

（３）作業方法等

① 支柱は、特殊ポリエチレン製、防腐剤を含浸塗布させた木材製とし、長さ２．７ｍ

以上で、相当程度の強度及び５年以上の耐久性を有するものとする。また、簡単に抜

けたり倒れたりしないようにしっかりと地面に固定する。

② 支柱設置間隔の標準は２～４ｍとし、地形や勾配に応じて、その間隔を調整するこ

ととする。

③ 張りロープはφ８ｍｍ以上とし、シカ等がかかって暴れても切れない強度を有する

ものとする。

④ 押えロープはφ８ｍｍ以上とし、シカ等がかかって暴れても切れない強度を有する

ものとする。
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⑤ ネットは網目１５０ｍｍ未満の、耐光性、耐疲労性、強度に優れたものを使用する

こととし、接地部には必要に応じてもぐり込みを防ぐ折り返しを設けること。

⑥ 張りロープ及び押えロープはネットの上下段の編み目に完全に通し、支柱にしっか

りと縛り付けること。

⑦ 接地部分は、押さえロープをアンカーピン等によって固定し、シカ等の潜り込みや

ネットのめくれを完全に防ぐこと。

⑧ 柵のできあがり寸法は、高さ１．８ｍ以上とする。

１８ 単 木 保 護 資 材 設 置

（１）作設位置

作設位置は、図面で表示してある箇所とする。

（２）構造等

別紙特記仕様書の作設標準図及び材料表のとおり。

（３）作業方法等

基本的には、使用する製品毎に定められた使用方法に基づき作業するとともに、以下

に留意することとする。

① 支柱は植栽木の山側（斜面上方）に７～10cm離して、垂直に差し込むこと。また、

簡単に抜けたり倒れたりしないようにしっかりと地面に固定すること。

② 保護資材を植栽木と支柱に被せ、留め具等によって保護資材と支柱を固定すること。

③ 地面と保護資材の下部に隙間ができないよう、留め杭等によって固定し、シカ等の

潜り込みや保護資材のめくれを完全に防ぐこと。

④ 支柱や留め杭等の抜けや緩みがないか、保護資材が固定されているか確認すること。

１９ 忌 避 剤 散 布

（１）散布区域及び散布量等

① 散布区域は、図面で示してある区域とする。

② 忌避剤の種類、単位当たりの散布量等は、別紙特記仕様書のとおりとする。

（２）散布対象

区域内の幼齢植栽木とする。なお、有用樹の幼齢木については必要に応じ対象とする

ことができる。

（３）資格要件

事業の実施に当たっては、以下のいずれかの者を配置するものとする。

① 事業実施箇所の地方公共団体が指定する研修を受けている者

② 地方公共団体が認定する農薬管理指導士又は農薬適正使用アドバイザー

③ 緑の安全管理士

④ 技術士（農業部門・植物保護又は森林部門・林業）

⑤ 樹木医
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⑥ ①～⑤に準ずると認められる薬剤や病虫害防除に関する資格を有している者、又は

適切な研修を受講した者

（４）散布作業

基本的には、使用する忌避剤毎に定められた使用方法に基づき作業するとともに、以

下に留意することとする。

① 散布は、手動散布機(霧無しノズルを使用)で実施すること。

② 本剤は貯蔵中に油分の分離を生じることがあるので、使用の際はよく攪拌して均一

な状態としてから、所定量の水に希釈し、よくかき混ぜてから散布する。

③ 忌避剤の散布部分は、植栽木の食害が予想される部分とする。具体的には、特記仕

様書及び監督職員に指示による。

④ 忌避剤を河川等に流出させないようにすること。

⑤ 散布に用いた器具等は、使用後直ちに洗浄する。機材等の洗浄に当たっては、洗浄

した水が河川等に流出しない場所で行うものとする。

⑥ 人家、桑畑等の付近で散布するときは、忌避剤の飛散流出状況を常にチエックし、

被害が発生しないよう十分注意すること。

（５）散布記録

散布場所、忌避剤名、使用量等の記録は、請負者において行い、「Ⅶ様式」に定めら

れた「様式Ｕ９」に取りまとめの上監督職員に提出するものとする。

（６）安全上の留意事項

① 本作業実行に当たっては、安全研修等を実施し、忌避剤の特性、事業実行上の注意、

散布要領を全作業員に熟知させなければならない。

② 作業に当たっては、保護衣類（防護衣、手袋、マスク等）を確実に着用させ、忌避

剤を素手で握ったり、皮膚に付着しないようにするとともに作業後は、露出部の水洗

いを必ず行わせるなど健康管理、災害防止に万全を期すこと。

③ 誤って眼に入った場合には、直ちに水洗いし、眼科医の手当を受ける。

④ 作業中は、危険回避のため、関係者以外の立ち入りを禁止する措置を講ずること。

（７）実行上の留意事項

① 散布時の風向に留意し、風上から風下に向けて散布する。

② 散布直後の降雨または強風時の散布は、本剤の効果を減じるため、散布時は強風・

雨天を避け、天候をよく見極めてから散布する。また、散布中に強風や降雨があった

場合は、直ちに作業を中止する。

③ 忌避剤の授受は、監督職員立会のもとに厳正に行い、厳重かつ良好な状態で保管し

なければならない。

④ 崩壊危険箇所、河川、沢等については、両側に１０ｍ程度（常時流水のある沢につ

いては２０ｍ程度）の間は散布しないこと。

⑤ 空箱、空袋は林地内の安全な場所に集積し、監督職員立会のもとに数量を確認し、

適正に処分すること。
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２０ 丸 太 筋 工

（１）設置箇所については、監督職員の指示の下、以下のいずれかに該当する林分を対

象とする。

① 農地、道路、住宅地、その他森林以外の土地が隣接している林分。

② 河川や渓流沿いの林分。

③ 造林地内に小規模な崩壊が見られる林分。

④ 放射性物質の流出が想定される林分。

（２）丸太筋工の標準図及び仕様書は、別紙丸太筋工特記仕様書のとおりとする。

（３）資材はのうち、鉄線及び杭木（場合によっては鉄杭も可）については購入資材と

する。横木については現地発生材を加工し使用することを基本とするが、現地発生

材を利用できない場合は丸太製品を調達できるものとする。

（４）丸太筋工は「治山工事標準仕様書」第６３３条に準じて施行し、丸太を元口、末

口を交互に積み重ねることとする。

（５）作業が終了したときは、「造林事業請負標準仕様書」の別添「造林事業請負実行

管理基準」に準じるほか、別に定めるところにより出来型管理を行うものとする。

２１ 末 木 枝 条 集 積

（東日本大震災復興特別会計による除伐、除伐２類の付帯作業に限る）

（１）区域内で伐採した雑灌木、造林木及び末木枝条を等高線沿いに筋状に整理、集積

するものとする。

（２）伐採した雑灌木、造林木及び末木枝条の整理、集積に当たっては、放射性物質に

汚染された物質の流出防止機能を十分に発揮させるため、表流水の影響のない箇所

を選び、切断等を行い集積させ、滑落・移動等しないように安定させるものとする。

（３）集積した雑灌木、造林木及び末木枝条が崩れる危険性がある場合は、杭を打つ等

の手段を施して棚積みするものとする。

（４）置幅及び置高は、特記仕様書のとおりとする。

２２ 防 火 線 刈 払 作 業

（１）作業方法等

区域内、全ての雑草、笹、雑灌木、つる類等の刈払いを行うものとし、その方法

は以下による。

① 刈払高はできるだけ地際に近い位置とし、刈払方法は全刈とすること。

② 刈払幅は事業内訳表のとおりとする。また、事前に監督職員の指示を受けること。
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③ 刈払いに際しては、隣接する国有林内の植栽木を損傷しないよう注意し、刈払物

については、国有林側に寄せておくこと。

④ 民地と隣接する箇所では、民地への誤刈払いや刈払物等の落下がないよう、境界

線に注意し刈払いを行うものとする。なお、実施にあたり問題が生じるおそれがあ

る場合は、事前に監督職員の指示を受けること。

⑤ 実施箇所内にある国有林境界標識は、あらかじめ位置を明らかにしてから、損傷

のないよう周囲の刈払いを行うこと。また、国有林境界標識に刈払物等を被せない

こと。

⑥ その他、本仕様書に定めない事項については、監督職員の指示によるものとする。

（２）刈払機作業における振動障害の予防

刈払機による振動障害を防止するため、厚生労働省において定める「チェーンソー

以外の振動工具の取扱業務に係る振動障害予防対策指針」（平成21年７月10日基発07

10第２号・別紙）を確実に守るとともに、これらの指針が作業者にも守られる必要な措

置を講じること。

２３ 薬 剤 散 布 ( 空 中 )

（１）作業の内容

薬剤の散布準備、混合、積み込み、散布の実施、確認、及び後片付け等の一貫作業

とする。

（２）資格要件

事業の実施に当たっては、以下のいずれかの者を配置するものとする。

① 事業実施箇所の地方公共団体が指定する研修を受けている者

② 地方公共団体が認定する農薬管理指導士又は農薬適正使用アドバイザー

③ 緑の安全管理士

④ 技術士（農業部門・植物保護又は森林部門・林業）

⑤ 樹木医又は松保護士（松保護士は松くい虫防除事業のみ摘要）

⑥ ①～⑤に準ずると認められる薬剤や病虫害防除に関する資格を有している者、又は適

切な研修を受講した者

（３）散布及び運航計画

① 散布日程は、地元の気象観測データとマツノマダラカミキリの発生予測に基づき隣

接民有林等と連携して行うこととしているため、作業計画や航空機運航計画（以下「事

業計画」という。）はそれらの日程に基づいて計画し、監督職員に提出して承諾を得る

こととする。

② 実施に当たっては、予め関係機関、関係団体と連携を図る一方、地域の住民に対し

ても関係機関と連携して、危害の防止等必要な事項の周知、徹底を図ることとする。

③ 雨天、濃霧、強風等の悪天候の場合は、順延の可否等について監督職員とパイロッ

トや運行責任者等を交えて協議し決定することとする。
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（４）作業ヘリポ－トに関する事項

① 現地におけるヘリポートは、ヘリコプタ－の離着陸及び薬剤の混合、積み込み等の

作業に支障を来すことのないような広さと環境が確保されるよう、整地、転圧、除草

等を確実に実施すること。また周辺に障害物がない箇所を選定するものとする。

② 離着陸に伴い、砂ぼこりやゴミなどが作業者や機材に悪影響を及ぼさないよう、散

水等の維持管理を怠らないこと。

（５）落下分散調査

① 散布区域内の地上に予め調査紙を貼り付けた板を水平になるように設置し、その斑

点の付き方によって薬剤の落下分散状況を判定することとする。

② 調査紙の設置箇所は、５０hａに１箇所程度を目安として区域の大きさや区域の形、

地形等を勘案して決定するものとするが、設置に当たっては区域外縁部、中心部、尾

根、中腹、沢等条件の異なる箇所に接近しないように配置するものとする。

（６）従事者

当該作業に従事する操縦士、整備士等は、（社）農林水産航空協会から技術確認を

受け「技術認定証」が交付された者によることとし、監督職員の求めに応じて「技術

認定証」を提示するものとする。

（７）区域等の表示及びその確認

① 散布区域及び障害物等は、森林管理署等によって、周囲には白色、架線等の障害物

等には赤色の旗が設置してある。

② 操縦士は、散布前に、契約図書に基づいて地上から散布区域等を踏査し、障害物、

危険物、散布に当たっての注意箇所、農産物生産ほ場等を十分は握しておくこととす

る。

③ 操縦士は、散布当日、散布飛行に先立って前日までに地上から踏査した結果及び散

布区域や危険物等を上空から確認し、確実かつ安全な散布に努めることとする。なお、

確認飛行は必要に応じて散布区域の内容に詳しい者を同乗して説明させることとする。

（８）気象条件と判断の目安

① 地上１.５ｍの位置における風速が３ｍ／秒を超えるときは散布を行わないこと。ま

た、この範囲内であっても薬剤が区域外に飛散するおそれのある場合には、飛行高度

を下げる等により飛散防止に努めること。

② 上昇気流が強い場合には、薬剤の空中への蒸散、散布区域外への飛散、飛行上の危

険等が予想されるので散布は行わないこと。

③ 降雨時、降雨直後及び散布後間もなく降雨が予想される場合並びに霧の発生時には

散布しないこと。

（９）散布装置

① 請負者は、航空機に薬剤散布装置を装備することとする。

② 作業に用いる機体及び薬剤散布装置は、（社）農林水産航空協会が認定した型式及

び定期検査に合格したものとし、作業に当たっては検査合格証を明示するものとする。

（10）散布薬剤等

① 散布する薬剤の種類、規格、数量、希釈倍率等は別紙特記仕様書のとおりとする。
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② 薬剤を河川等に流出させないようにすること。

③ 機材等の洗浄に当たっては、洗浄した水が河川等に流出しない場所で行うものとす

る。

④ 薬剤の空容器等は確実に回収すること。

（11）その他資材

薬剤の混合及び各種安全管理等資材の内容及び設置箇所等は、別紙特記仕様書のと

おりとする。

（12）散布作業

① 散布は、平行（又は井桁）散布を原則とし、むらまきとならないよう、全面に均等

に散布することとする。

② 複雑地形や人家、公共施設、農産物生産ほ場等に接近した箇所の散布及びスポット

散布を必要とする箇所については、監督職員の指示に基づきガンノズルによる散布と

すること。

（13）飛行記録

飛行回数毎の時間、積み込み量、散布量等の記録は、請負者において行い、取りま

とめの上監督職員に提出するものとする。

（14）安全衛生

① 農林水産航空事業技術指針の森林病虫獣害防除に関する留意事項を遵守するほか、

関係法令に従って、万全の対策を講じること。

② 危険を回避するため、関係者以外の区域内への立ち入りを禁止することとし、看板

を設置するとともに出入り口には監視員を配置するなどの措置を講ずること。

２４ 薬 剤 散 布 ( 地 上 )

（１）作業の内容

薬剤の散布準備、混合、積み込み、散布の実施、確認及び後片付け等の一貫作業と

する。

（２）資格要件

事業の実施に当たっては、以下のいずれかの者を配置するものとする。

① 事業実施箇所の地方公共団体が指定する研修を受けている者

② 地方公共団体が認定する農薬管理指導士又は農薬適正使用アドバイザー

③ 緑の安全管理士

④ 技術士（農業部門・植物保護又は森林部門・林業）

⑤ 樹木医又は松保護士（松保護士は松くい虫防除事業のみ摘要）

⑥ ①～⑤に準ずると認められる薬剤や病虫害防除に関する資格を有している者、又は適

切な研修を受講した者

（３）区域の表示

① 散布区域は、立木にビニールテ－プ等を巻いて表示してある。
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② 請負者は、現地の表示と図面により確認すること。

（４）散布計画

① 散布日程については地元の気象観測データとマツノマダラカミキリの発生予測に基

づき、隣接民有林等と連携して行うこととしているため、それらの日程調整に基づい

て計画を作成し、監督職員に提出して承諾を得ることとする。

② 実施に当たっては、予め関係機関、関係団体と連携を図る一方、地域の住民に対し

ても関係機関と連携して、安全の確保等必要な事項の周知、徹底を図ることとする。

③ 雨天、濃霧、強風等の悪天候の場合は、順延の可否等について関係者と協議し決定

することとする。

（５）散布薬剤等

① 散布薬剤の種類、規格、数量、希釈倍率等は、別紙特記仕様書のとおりとする。

② 薬剤を河川等に流出させないようにすること。

③ 機材等の洗浄に当たっては、洗浄した水が河川等に流出しない場所で行うものとす

る。

④ 薬剤の空容器等は確実に回収すること。

（６）その他資材

薬剤の混合、各種安全管理等資材の内容及び設置箇所等は、別紙特記仕様書のとお

りとする。

（７）散布作業

① 一般的な散布は、送風噴霧装置(スパウタースプレーヤ)で実施することとし、マツ

の樹冠部全体にむらまきとならないよう、所定量を散布すること。

② 送風噴霧装置では薬剤が散布できないところや人家、公共施設、農産物生産ほ場等

に接近した箇所等についてはホースの引き回しによるノズルによる散布とする。

③ 人家、桑畑等の付近で散布するときは、薬剤の飛散流出状況を常にチエックし、被

害が発生しないよう十分注意すること。

④ 降雨時、霧時、降雨直後、降雨が予想される場合並びに強風時等は、散布しないこ

と。

（８） 安全管理

① 森林病虫獣害防除に関する留意事項を遵守するほか、関係法令に従って、万全の対

策を講じること。

② 危険を回避するため、関係者以外の区域内への立ち入りを禁止することとし、看板

を設置するとともに出入り口には監視員を配置するなどの措置を講ずること。

２５ 松 く い 虫 等 伐 倒 駆 除

（１）作業内容

被害木を伐倒、枝払い、玉切り、整理し、薬剤を散布して、産卵、穿孔中の幼虫等

を殺し成虫の発生を防止し、松くい虫等のまん延を防止するものである。
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（２）資格要件

事業の実施に当たっては、以下のいずれかの者を配置するものとする。

① 事業実施箇所の地方公共団体が指定する研修を受けている者

② 地方公共団体が認定する農薬管理指導士又は農薬適正使用アドバイザー

③ 緑の安全管理士

④ 技術士（農業部門・植物保護又は森林部門・林業）

⑤ 樹木医又は松保護士（松保護士は松くい虫防除事業のみ摘要）

⑥ ①～⑤に準ずると認められる薬剤や病虫害防除に関する資格を有している者、又は適

切な研修を受講した者

（３）伐倒、枝払い、玉切り、整理

① 伐倒する木は、ビニールテープ及びナンバーテープで表示してある。

② 伐倒方向は、樹形、隣接木の状況、地形、風向き等を考えて最も安全な方法を選ぶ。

③ 伐採点は、山側の地際を標準とする。

④ 伐倒木は、薬剤散布に支障とならないよう枝払い及び玉切りを行うこととする。

⑤ 玉切りした丸太及び枝条等は、必要に応じて薬剤散布等の支障とならないように整

理する。

（４）薬剤散布方法等

① 薬剤は乙が調達することとするが、使用する前に監督職員の確認検査を受けること

とする。

② 散布は、噴霧器により、樹幹、末木枝条、伐根の全てに満遍なく（樹幹、末木枝条

は反転させる）所定の薬量を散布する。

③ 散布する薬剤は、散布物件が明らかに判るよう、着色料を加えて使用すること。

④ 樹皮が濡れている時は、乾燥後に散布すること。

⑤ 使用する薬剤及び濃度、ｍ３ 当たりの散布量等については、別紙特記仕様書のとお

りとする。

（５）薬剤の取扱等

① 薬剤散布中又は薬剤を稀釈する際は、林内の河川、用水路等に流入しないように注

意すること。

② 薬剤散布に使用した器具類を河川、用水路等で洗わないこと。

③ 空になった薬剤の容器は、監督職員の確認を受けてから処分することとし、林内に

放置したり、河川等に被害を及ぼすおそれのある場所に投棄しないこと。

④ 薬剤の使用上の注意事項を遵守する。特に毒物又は劇物に指定されている薬剤につ

いては、毒物及び劇物取締法の規定を遵守すること。

⑤ 薬剤は、密栓して火気のない冷暗所にカギをかけて保管すること。

⑥ 薬剤に火気を近づけないこと。

⑦ 容器の蓋は完全にし、運搬中に薬剤がこぼれないように注意すること。

⑧ 作業現場へ運搬する薬剤は、当日の使用可能量とし、残量が生じた場合は、林内に

放置することなく所定の場所に保管すること。

⑨ 薬剤を直接取り扱う者は、原液や散布液が直接皮膚に触れないよう、防護衣等の保

護具を使用し、かつ清潔で丈夫な物を使用すること。

⑩ 作業後は、顔、手等の露出部を石鹸等でよく洗い、うがいをすること。
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（６）安全管理

作業中は、危険回避のため、関係者以外の立ち入りを禁止する措置を講ずること。

２６ 樹 幹 注 入

（１）予定木

予定木には、胸高部分にビニールテープ及びナンバーテープを付してある。また、

予定木毎の胸高直径、樹高、材積及び位置は、別紙野帳写及び位置図のとおりである。

（２）資格要件

事業の実施に当たっては、以下のいずれかの者を配置するものとする。

① 事業実施箇所の地方公共団体が指定する研修を受けている者

② 地方公共団体が認定する農薬管理指導士又は農薬適正使用アドバイザー

③ 緑の安全管理士

④ 技術士（農業部門・植物保護又は森林部門・林業）

⑤ 樹木医又は松保護士（松保護士は松くい虫防除事業のみ摘要）

⑥ ①～⑤に準ずると認められる薬剤や病虫害防除に関する資格を有している者、又は適

切な研修を受講した者

（３）使用薬剤等

ア 使用する薬剤は以下の条件を全て満たすものであること。

① 薬効期間が５年以上保証されているものであること。

② 防除効果及び品質が保証されており、高い防除効果が期待できること。

③ 普通物で魚毒性が低く、残留性が軽微である等環境への負荷が小さいこと。

④ 注入孔が小さく、注入木への負担が少ないこと。

⑤ 自然圧又は加圧式でで短時間に注入できる構造をもったものであること。

イ 薬剤の選択については、予め農薬登録票写及び、効果、品質、安全性等を証明する

書類を添付した樹幹注入用薬剤使用願（様式U13-1）を、監督職員に提出し、承諾を得

ること。

ウ 薬剤の使用量は、薬剤毎の直径階別の注入量の目安等および監督職員の指示による。

エ 薬剤等の取扱いについては以下に注意し、事故防止等の徹底に万全を期すこと。

① 薬剤の現地搬入に当たっては、その日に設置できるものだけに止めること。

② 注入を終えた空容器については、確実に回収し、適切に処分すること。

③ 作業に従事する作業員に対し、薬剤の取扱等の注意事項等安全教育を徹底し、事

故の未然防止に努めること。

（４）作業手順及び留意点

ア 健全性の再チェック、注入量の決定

① 予定木について、再度健全性をチェックし、万一不健全木があった場合には、当

該木及び台帳写に印をし、実施の可否について改めて監督職員の指示を受けること。

② 対象木毎の注入量については、薬剤毎の直径階別の注入量の目安等に基づき、

対象木の胸高直径及び材積等により適正な注入量を決定する。

イ 孔あけ

① 対象木毎の注入量により、孔の数及び孔の位置を決め孔をあけることとする。
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② 孔をあける位置は、初回の実施にあっては地上５０㎝以下、２回目以降は順

次それ以上とし、１箇所に偏ることのないように幹の周囲に分散させることとす

る。ただし、大きな節や枝の直下等は避けるようにすることとする。

③ 注入孔の径、深さは薬剤の取扱い仕様に基づき適正に穿孔すること。

④ 孔あけに際しては、材の傷や腐れ、粗皮の厚さ等に注意し、それらを避け、傷口

部分にささくれができないように丁寧に開けること。

⑤ 加圧式の場合は、事前に使用薬剤に応じ径級毎の注入孔数の基準を届け出ること。

ウ 注入（小容器使用の場合）

① 薬剤の輸送用キャップを外し、ノズルキャップに付け替える。

② ノズルキャップ先端部分の空気を追い出し、先端部分に薬液をみたし、注入孔に

も薬液を満たしておく。

③ 注入孔にノズルキャップの根元までしっかりと差し込む。

④ 薬液の漏れの有無を確認後容器の上部の底に近い側面に目打ち等で空気孔を開け

る。

エ 注入（大型容器使用の場合）

① １本に５本以上小容器を注入をしなければならない樹については、孔の数を少な

くするために極力大型容器を使用することとする。

② 大型ボトル使用に当たっては、薬液を注入孔に満たしてから容器のノズルを根元

までしっかり差し込むこと。

③ 大型容器の底ぶたを開け、所定の薬液量を注入する。

オ 設置後のチェックと打ち換え

① 空気孔が開いているか（大型容器の場合は底ぶたが外れているか）及びノズルキ

ャップが緩んでないか、薬液が漏れていないか等をチェックし、不完全であればや

り直す。

② チェックは容器設置後約３０分後に必ず行い、薬液が入りにくい場合は、目打ち

等で開けた小穴を専用テープ等で塞ぎ、場所を換えて注入する。この場合、縦の直

線上から外し、前の孔と近接しないような箇所とすること。薬剤内にヤニが入って

いる場合は濾紙で濾してから使用すること。

カ 注入後の注入孔の処置

① 薬液が完全に注入された後、直ちに容器を抜き取り、注入孔に軟かいペースト状

の殺菌癒合剤を孔の奥まで十分に注入し、腐朽菌などが侵入・増殖しないようにす

る。

② 樹幹の孔にコルク栓でふたをする。この場合、コルク栓は形成層にかからないよ

うに粗皮の部分に浅く挿入すること。

キ 容器の回収

空き容器は回収し、監督職員等の確認を受けた後、請負者の責任において環境汚染

を生じさせないように適切に処分すること。

（５）実施状況の記録

実施状況及び施工後の効果を確認するため、以下の要領により記録すること。

① 記録写真は、各対象木につき施工状況（注入角度や差し込み具合等）、補正等が

あった場合は差替え再施工の実施状況、空き容器処分状況等が明確に確認できるも

のとする。

② 事前に渡された注入木調査野帳の実施記録欄に所要事項を記入し、総注入量を集計

する。
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(６）完了の報告等

業務が終了したときには、使用薬剤の品質規格、効能、施工箇所別施工本数・材積

・注入量、実施工程等を記した報告書を作成し、記録写真及び注入木調査野帳を添付

して、速やかに監督職員に提出することとする。
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